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j説 ji皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
と
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
の
訴
訟

1

1

一
四
世
紀
初
め
の
皇
帝
権
1

1

田

口

正

樹

は
じ
め
に

一
一
一
一
一
一
一
年
九
月
一
二
日
、
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
は
、
中
部
イ
タ
リ
ア
、
ト
ス
カ
l
ナ
地
方
の
都
市
ア
レ
ッ
ツ
オ
に
お
い
て
、
ナ
ポ
リ

(
1
)
 

王
ロ
ベ
ル
ト
を
、
皇
帝
に
対
す
る
大
逆
罪
の
か
ど
で
訴
追
し
、
ロ
ベ
ル
ト
に
対
し
て
皇
帝
宮
廷
へ
の
出
頭
を
要
求
し
た
。
同
年
五
月
、
皇
帝

北法56(2・1)517



説

戴
冠
を
め
ざ
し
て
ロ

l
マ
市
に
入
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
ナ
ポ
リ
王
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王
弟
グ
ラ
ヴ
ィ

l
ナ
伯
ヨ
ハ
ン
が
率
い
る
ナ
ポ
リ
勢

お
よ
び
ロ

l
マ
市
の
貴
族
オ
ル
シ
ニ
家
一
党
の
連
合
軍
と
兵
文
を
交
え
た
が
、
彼
ら
の
抵
抗
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
伝
統
的

な
皇
帝
戴
冠
の
場
で
あ
る
バ
チ
カ
ン
の
聖
ベ
テ
ロ
教
会
は
ナ
ポ
リ
・
オ
ル
シ
ニ
軍
が
掌
握
し
続
け
た
た
め
、

弓A
W問

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
や
む
を
え
ず
ラ

テ
ラ
ン
の
聖
ヨ
ハ
ネ
教
会
で
六
月
二
九
日
に
皇
帝
戴
冠
を
挙
行
し
、
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
が
代
理
と
し
て
派
遣
し
た
枢
機
卿
た
ち
か
ら
帝

ロ
ー
マ
で
の
抗
戦
に
対
す
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
側
か
ら
の
応
答
で
あ
っ
た
。
召
喚
状
は
、
ア
レ
ッ
ツ
オ
の
司
教

冠
を
受
け
た
。
九
月
の
訴
追
は
、

宮
殿
の
正
面
入
口
に
掲
げ
ら
れ
、
ナ
ポ
リ
王
に
は
出
頭
の
た
め
に
三
か
月
の
期
間
が
与
え
ら
れ
た
が
、

ナ
ポ
リ
王
は
召
喚
に
応
じ
ず
、
出
頭

し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
翌
一
三
二
三
年
四
月
一
六
日
、
被
告
欠
席
の
ま
ま
で
判
決
が
下
さ
れ
、
ナ
ポ
リ
王
は
す
べ
て
の
地
位
を
奪
わ
れ

た
上
で
帝
国
追
放
を
科
さ
れ
、
そ
の
身
柄
が
帝
国
の
手
に
落
ち
た
場
合
に
は
斬
首
刑
に
処
さ
れ
る
も
の
と
宣
言
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
有

罪
判
決
は
実
現
さ
れ
な
い
ま
ま
、
皇
帝
は
、
同
年
八
月
二
四
日
に
、
ト
ス
カ

l
ナ
地
方
シ
エ
ナ
市
近
く
の
ブ
オ
ン
コ
ン
ヴ
ェ
ン
ト
で
死
去
し

た。

(2) 

こ
の
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
に
よ
る
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
訴
訟
は
、
訴
訟
当
時
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
時
期
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま

な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
研
究
者
た
ち
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
き
た
事
件
で
あ
る
。
従
来
、
政
治
思
想
史
や
法
学
史
の

研
究
者
た
ち
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
こ
の
事
件
を
、
皇
帝
権
に
よ
る
普
遍
的
世
界
支
配
の
要
求
と
個
別
王
国
の
王
権
に
よ
る
独
立
的
地
位
の

主
張
と
の
衝
突
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
結
末
を
前
者
の
挫
折
と
後
者
の
貫
徹
と
し
て
評
価
し
て
き
た
。
こ
の
紛
争
に
お
け
る
ナ
ポ
リ
王
側
の

主
張
の
中
に
、
中
世
に
お
け
る
領
域
的
主
権
観
念
の
登
場
と
基
礎
づ
け
を
見
た
の
は
、
ヴ
ア
ル
タ

i
・
ウ
ル
マ
ン
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

既
に
一
三
世
紀
後
半
か
ら
フ
ラ
ン
ス
や
シ
チ
リ
ア
王
国
の
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
国
王
は
自
ら
の
王
国
と
い
う
一
定
の
領
域
の
内
部
に
お

い
て
は
上
位
者
を
持
た
な
い
と
い
う
理
論
が
主
張
さ
れ
始
め
て
い
た
が
、
ナ
ポ
リ
王
と
そ
の
側
近
の
法
学
者
た
ち
は
そ
う
し
た
主
張
を
繰
り

返
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
拠
づ
け
を
も
行
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
理
論
が
、
こ
の
訴
訟
事
件
直
後
の
教
皇
立
法
匂

a
s
s
-
Z
2
5

北法56(2・2)518



皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

(
3
)
 

に
よ
っ
て
公
式
に
法
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ル
マ
ン
が
領
域
的
国
家
主
権
と
い
う
観
念
を

(4) 

用
い
て
こ
の
事
件
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
彼
以
後
の
研
究
者
は
概
し
て
批
判
的
で
あ
る
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
姿
勢

を
普
遍
的
皇
帝
権
に
よ
る
世
界
支
配
の
観
念
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
点
で
は
、
や
は
り
ウ
ル
マ
ン
と
態
度
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

(
5
)
 

ヘ
ル
ム

l
ト
・
ヴ
ア
ル
タ

l
は
、
ウ
ル
マ
ン
が
国
家
主
権
と
い
う
観
念
を
性
急
に
持
ち
込
む
点
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
も
の
の
、
ナ
ポ

リ
王
に
対
す
る
訴
訟
を
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
普
遍
的
皇
帝
権
と
い
う
理
解
を
示
す
も
の
と
見
る
点
で
は
、
ウ
ル
マ
ン
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は

(
6
)
 

な
い
。
こ
の
事
件
に
触
発
さ
れ
た
法
学
者
た
ち
の
議
論
と
教
皇
立
法
に
よ
っ
て
、
被
告
の
防
御
権
な
ど
が
自
然
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
、

(
7
)
 

適
正
手
続
宕
伺
勺
8
8訟
の
保
障
が
大
き
く
進
展
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
、
近
年
の
ペ
ニ
ン
ト
ン
の
研
究
も
、
事
件
を
皇
帝
の
国
王
た

(
8
)
 

ち
に
対
す
る
権
威
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
点
で
は
ウ
ル
マ
ン
の
見
解
を
継
承
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
行
動
や
皇
帝
派

の
法
学
者
ら
の
議
論
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ド
イ
ツ
や
英
米
に
お
け
る
一
般
史
家
の
叙
述

(9) 

に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
い
だ
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
評
価
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
統
治
活
動
と
論
理
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
下
さ
れ
た
も
の
で
は
必
ず
し
も
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
治
思
想
史
・
法
学
史
の
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
死
後
に
成
立
し
た
テ
ク
ス
ト
も
含
め
た
法
的
・

理
論
的
史
料
に
主
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
そ
れ
ま
で
の
統
治
活
動
全
体
と
の
関
係
で
こ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
と
い
う
点
は
、
余
り
掘
り
下
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
訴
訟
に
関
係
す
る
理
論
的
主
張
の
検
討
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の

政
治
思
想
史
・
法
学
史
的
研
究
は
、
そ
も
そ
も
皇
帝
と
対
立
し
た
側
の
主
張
に
多
く
の
関
心
を
払
っ
て
お
り
、
皇
帝
側
の
議
論
の
検
討
は
な

お
ざ
り
に
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
皇
帝
側
の
理
論
的
主
張
は
、
ダ
ン
テ
の
議
論
で
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ダ
ン
テ
が
皇
帝

~tì去56(2.3)519

宮
廷
に
直
接
影
響
を
与
え
る
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
皇
帝
側
の
行
動
の
論
理
は
ダ
ン
テ
の
著
述
と
は
別
に
検
討
さ
れ
る
必
要

(
叩
)

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
結
果
と
し
て
、
従
来
の
政
治
思
想
史
・
法
学
史
の
観
点
か
ら
の
諸
研
究
は
、
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ



説

側
の
論
理
と
行
動
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
皇
帝
に
よ
る
世
界
支
配
の
観
念
を
理
想
主
義
的
・
時
代
錯
誤
的
に
主
張
し
て
結
果
と
し
て
当
然
に

論

挫
折
す
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
平
板
な
評
価
を
与
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
中
世
的
な
皇
帝
権
と
騎
士
の
理
想
に
殉
じ
た
ナ
イ
l
ヴ
な
君
主
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
は
、
ド
イ
ツ
の
一
般
史

(
日
)

研
究
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
近
年
、
ド
イ
ツ
の
何
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
ハ

(ロ)

イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
現
実
的
政
治
家
と
し
て
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
近
時
の
指
摘
か
ら
も
、
彼
の
構
想
と

~tì去56(2 ・ 4)520

政
策
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
は
、
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
訴
訟
を
、

そ
れ
ま
で
の
統
治
姿
勢
と
行
動
、
と
り
わ
け
彼
が
そ
れ
以
前
に
他
の
者
を
被
告
と
し
て
提
起
し
て
い
た
大
逆
罪
訴
訟
と
の
関
係
を
考
慮
し
な

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

が
ら
検
討
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
の
統
治
行
為
と
構
想
を
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
行
論
で
は
、
ま
ず
「
平
和
」
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
統
治
構
想
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
彼
の

行
動
を
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
つ
い
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ド
イ
ツ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
で
行
っ
た
大
逆
罪
訴
訟
を
検
討
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
他
の
大
逆
罪
訴
訟
を
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
訴
訟
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
試
み
る
。
最
後
に
ハ
イ

ン
リ
ヒ
と
ロ
ベ
ル
ト
の
対
決
が
よ
び
お
こ
し
た
反
響
に
簡
単
に
言
及
し
て
論
を
閉
じ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
と
平
和

(
日
)

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
が
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
行
動
の
基
礎
と
し
て
い
た
の
は
、
平
和
の
回
復
と
維
持
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
既
に
イ
タ
リ
ア
入
り
す
る
以
前
か
ら
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
。

一一二
O
九
年
六
月
に
、

ハ
イ
ン



リ
ヒ
は
、
イ
タ
リ
ア
へ
使
節
を
派
遣
し
て
自
ら
の
国
王
即
位
を
知
ら
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
既
に
イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
人
民
に
静
穏
を
も
た

(
凶
)

ら
す
べ
く
努
め
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
同
年
九
月
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
あ
て
の
書
簡
で
も
、
平
和
の
維
持
と
教
会
の
保
護
が
支
配
者
の
最

(
江
川
)

も
高
貴
な
課
題
で
あ
る
と
述
べ
、
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
な
ど
と
フ
エ
ラ

l
ラ
と
の
戦
争
を
や
め
さ
せ
る
た
め
に
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
。
イ
タ
リ

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

ア
の
戦
乱
に
対
し
て
平
和
を
も
た
ら
す
と
い
う
姿
勢
表
明
は
、

(
日
)

ア
へ
の
回
状
に
も
既
に
見
ら
れ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
態
度
は
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
二
二
世
紀
、
特
に
シ
ユ
タ

ウ
フ
ァ

i
家
の
支
配
が
動
揺
・
崩
壊
す
る
一
三
世
紀
後
半
以
後
に
、
党
派
対
立
の
続
発
す
る
イ
タ
リ
ア
で
い
か
に
平
和
を
樹
立
す
る
か
と
い

う
問
題
は
、
大
き
な
政
治
的
課
題
で
あ
り
、
宗
教
運
動
と
か
ら
み
あ
っ
た
平
和
の
試
み
や
、
教
皇
権
に
よ
る
平
和
形
成
の
試
み
が
行
わ
れ
て

(
げ
)

い
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
は
、

g
m刊
官
官

g
や

官

nEE聞
と
い
っ
た
平
和
の
た
め
に
教
皇
が
派
遣
す
る
特
使
と
類

(
凶
)

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
イ
タ
リ
ア
行
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
二
九
四
年
の
国
王
ア

l
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
の
ロ
ン
パ
ル
デ
イ

似
し
た
文
脈
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
位
置
づ
け
つ
つ
、

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
イ
タ
リ
ア
入
り
し
て
か
ら
も
継
続
さ
れ
、
宣
言
さ
れ
て
い
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
平
和
を
樹
立
す
る
支
配
者
と
し
て

(ω) 

ふ
る
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
都
市
に
お
け
る
党
派
対
立
に
よ
っ
て
従
来
都
市
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
亡
命
者
た
ち
を
市
内
に
復
帰
さ

せ
原
状
回
復
を
進
め
る
と
と
も
に
、
対
立
す
る
党
派
の
聞
を
仲
裁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
内
の
党
派
対
立
を
解
消
し
、
そ
の
上
で
市
政
の
体

(
初
)

制
を
制
新
し
て
、
そ
の
頂
点
に
は
自
身
の
代
官
を
任
命
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

モ
ン
・
ス
ニ
峠
か
ら
ア
ル
プ
ス
を
越
え
た
後
、

一
月
に
、
平
和
と
正
義
の
確
立
を
掲
げ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
市
民
た
ち
か
ら
全
権
が
移
譲
さ
れ
た

後
、
体
制
の
刷
新
が
行
わ
れ
、
シ
エ
ナ
か
ら
の
亡
命
者
ニ
ツ
コ
ロ
・
デ
ィ
・
ボ
ニ
ブ
ア
ツ
イ
オ
・
デ
・
ブ
オ
ン
シ
ニ
ョ

l
リ

Z
2
0
}。

e

到
着
し
た
ア
ス
テ
イ
で
は
、

O 

年

北法56(2・5)521

切。
2
P
N
5
号
d
g
E仲
間
口

O
ユ
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
代
官
と
し
て
据
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
亡
命
か
ら
復
帰
し
た
市
民
た
ち
も
含
め
て
市
民
間
の
対

(
幻
)

立
が
仲
裁
さ
れ
て
、
平
和
の
回
復
が
う
た
わ
れ
た
。
ま
た
ミ
ラ
ノ
で
も
、
同
年
一
一
一
月
、
教
皇
派
(
ゲ
ル
フ
)
で
そ
れ
ま
で
市
政
を
掌
握
し

て
い
た
デ
ツ
ラ
・
ト
ッ
レ

0
0
一
宮
、
『
。
司
由
一
派
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
と
も
に
ミ
ラ
ノ
に
戻
っ
た
皇
帝
派
(
ギ
ペ
リ
ン
)
の
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
イ



説

(
幻
)

5
M
n
g
c
一
党
と
の
間
で
、
や
は
り
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
和
解
が
成
立
し
た
。
他
の
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
諸
都
市
で
も
同
様
の

(
幻
)

展
開
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

~h.. 
白岡

こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
現
地
の
党
派
対
立
か
ら
超
然
と
し
た
中
立
的
な
仲
裁
者
に
し
て
支
配
者
と
し
て
自
己
を

(μ) 

位
置
づ
け
行
動
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
年
追
放
さ
れ
て
き
た
市
民
た
ち
を
故
郷
の
都
市
に
帰
還
さ
せ
る
こ
と
は
、
と
り

(
お
)

わ
け
彼
ら
の
資
産
の
返
還
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
深
刻
な
紛
争
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
市
政
体
制
を
い
っ
た
ん
廃
棄
し

て
、
復
帰
市
民
も
含
め
た
新
体
制
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
然
そ
れ
ま
で
市
政
を
掌
握
し
て
い
た
党
派
の
地
位
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
中
心
都
市
の
周
辺
領
域

n
g
g号
に
所
在
す
る
地
点
に
も
自
ら
に
直
属
す
る
代
官
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
お
)

中
心
都
市
に
よ
る
領
域
支
配
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
構
造
に
も
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
は
ら
ん
だ
政

更
に
、

策
を
進
め
る
中
で
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
が
次
第
に
党
派
対
立
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
党
派
対
立
を
超
越
し
た
中
立
的
立

場
は
次
第
に
維
持
で
き
な
く
な
り
、
む
し
ろ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
が
一
方
の
党
派
と
な
り
当
事
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が

イ
タ
リ
ア
で
進
め
た
大
逆
罪
訴
訟
は
こ
う
し
た
推
移
の
中
で
、
出
現
し
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
と
大
逆
罪
訴
訟

前
章
に
お
け
る
確
認
を
ふ
ま
え
て
、
本
章
で
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
か
か
わ
っ
た
大
逆
罪
訴
訟
を
順
を
追
っ
て
検
討
す
る
。

一二一
O
九
年
九
月
の
、
前
国
王
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
の
暗
殺
者
た
ち
に
対
す
る

ま
ず
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
遠
征
以
前
、

(
幻
)

訴
訟
で
あ
る
。
訴
追
の
結
果
、
判
決
で
は
、
ハ
ー
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
ヨ
ハ
ン
(
パ
リ
キ
ダ
)
を
は
じ
め
と
す
る
暗
殺
者
た
ち
は
ア
ハ
ト
に
処

せ
ら
れ
て
法
と
名
誉
を
剥
奪
さ
れ
、
彼
ら
の
財
産
は
没
収
さ
れ
て
そ
の
処
分
が
禁
止
さ
れ
、
彼
ら
を
宿
泊
さ
せ
る
な
ど
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら

北法56(2・6)522



れ
た
。
財
産
没
収
・
処
分
禁
止
と
宿
泊
禁
止
と
い
う
判
決
は
「
書
か
れ
た
皇
帝
法

r
E『
m
m
S
σ
g
B
Z」
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
て
お
り
、

(
お
)

全
体
と
し
て
の
判
決
も
同
様
に
「
書
か
れ
た
皇
帝
法
官
z
q
m
g
s
σ
2
5
E」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
大
逆
罪
と
し
て
明
示
さ
れ
て

(

却

)

(

初

)

は
い
な
い
が
、
ロ

l
マ
法
の
大
逆
罪
規
定
を
参
照
し
て
裁
判
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)

ロ
l
マ
法
の
大
逆
罪
自
体
は
、
既
に
中
世
初
期
の
支
配
者
た
ち
の
も
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
、
シ
ユ
タ
ウ
フ
ァ
!
の
も
と
で
明
示
的
に
使

(
勾
)

わ
れ
る
例
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
二
一
三
五
年
の
マ
イ
ン
ツ
の
帝
国
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
が
大
逆
罪
に
関
す
る
規
定
を
持
つ

(
お
)

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
大
空
位
時
代
後
の
国
王
た
ち
の
も
と
で
も
、
大
逆
罪
に
言
及
す
る
史
料
は
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ル

l
ド

ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ー
プ
ス
ブ
ル
ク
は
、
二
一
八
六
年
、
国
王
の
生
命
に
対
す
る
陰
謀
を
企
て
た
デ
ィ

l
タ
l
・
ネ
ツ
セ
ル
・
フ
ォ
ン
・
マ

(
斜
)

ウ
ラ

1
0
5
z
q
z
a
E
Sロ
去
さ
お
『
と
そ
の
子
孫
か
ら
世
襲
財
産
と
帝
国
レ

1
ン
を
剥
奪
し
た
際
に
、
大
逆
罪
を
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

よ
り
抽
象
的
に
国
王
支
配
へ
の
反
逆
も
、
大
逆
罪
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ル

1
ド
ル
フ
の
次
の
国
王
ア

l
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ
は
、
自
ら
に
対
す
る
敵
対
者
を
大
逆
罪
と
し
て

(
お
)

非
難
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
王
の
人
身
を
直
接
危
険
に
さ
ら
す
陰
謀
や
行
為
だ
け
で
な
く
、

こ
の
よ
う
に
、
大
逆
罪
は
、
既
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
前
任
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
な
じ
み
の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
も

と
で
イ
タ
リ
ア
入
り
以
前
か
ら
ロ

l
マ
法
へ
の
言
及
が
現
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
伯
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
、

(
お
)

即
位
当
初
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
北
西
部
出
身
の
学
識
法
曹
を
宮
廷
に
擁
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
書
記

局
の
二
人
の
書
記
長

P
2
3
2旬
、
シ
モ
ン
・
ド
・
マ
ル
ヴ
イ
ル

ω
5
8号
玄
白

Zzn
と
ア
ン
リ
・
ド
・
ジ
ョ
ド
ワ

l
ニ
ユ
出
向
ロ
ユ
骨
古
島
。
信
号

(
幻
)

は
と
も
に

-
m
m
z
s
-
u
B
P
Z
2
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
殺
害
者
の
処
分
が
決
定
さ
れ
た
シ
ユ
パ
イ
ア

l
の
集
会
に
は
、

(
お
)

イ
タ
リ
ア
出
身
の
学
識
法
曹
パ
ツ
シ
ア
ヌ
ス
・
デ
・
グ
ア
キ
イ
ス
∞

8
5
E∞
号
。

En--∞
も
居
合
わ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

北法56(2・7)523

人
的
基
礎
を
背
景
に
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
治
世
は
、
ド
イ
ツ
王
権
に
よ
る
学
識
法
利
用
の
歴
史
に
一
つ
の
画
期
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で



説

(
ぬ
)

あ
る
c

し
か
し
他
方
で
、
訴
訟
の
結
果
と
し
て
下
さ
れ
た
処
分
は
、

ロ
ー
マ
法
上
の
大
逆
罪
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
死
刑
と
財
産
没
収
と

北法56(2・8)524

さ子"，.
白岡

い
う
刑
罰
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
回
王
殺
害
者
た
ち
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た

(ぬ

a)

一
=
二
二
年
に
ピ
サ
で
、
更
に
ヨ
ハ
ン
の
刑
を
減
じ
て
、
修
道
院
へ
の
監
禁
と
し
て
い
る
。
)

に
と
ど
ま
っ
た
。
(
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
こ
の
後
、

ま
た
、
財
産
没
収
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
殺
害
者
た
ち
が
保
有
し
て
い
た
財
産
の
う
ち
、
ラ
イ
ヒ
に
由
来
す
る
も
の
は
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
帰

属
す
る
が
、
彼
ら
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
公
か
ら
得
て
い
た
レ

l
ン
は
、
公
に
復
帰
す
る
こ
と
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
前
国
王
の
遺
児
で
あ
る
オ
|

(ω) 

ス
ト
リ
ア
公
た
ち
と
の
聞
で
取
り
決
め
ら
れ
た
。
判
決
に
お
い
て
一
般
的
に
宣
言
さ
れ
た
財
産
没
収
に
対
し
て
、
ま
ず
レ

l
ン
関
係
の
存
在

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
選
挙
侯
た
ち
に
同
意
書

が
考
慮
さ
れ
て
特
則
が
合
意
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
特
に
ヨ
ハ
ン
に
関
し
て
は
、

(
川
出
)

tE-Sユ
止
を
出
さ
せ
た
上
で
、
ヨ
ハ
ン
に
よ
る
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
一
世
殺
害
か
ら
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
帰
属
す
る
は
ず
の
す
べ
て
の
権
利
と
手

続
、
お
よ
び
ヨ
ハ
ン
の
相
続
財
産
を
、
ハ
ー
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
国
王
遺
児
た
ち
の
た
め
に
放
棄
し
、
相
続
権
に
よ
っ
て
ヨ
ハ
ン
が
継
承
す
る

(
位
)

財
産
の
う
ち
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
復
帰
す
る
は
ず
の
も
の
を
も
、
や
は
り
放
棄
し
て
ハ

1
プ
ス
ブ
ル
ク
家
に
授
封
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

前
提
と
な
っ
て
い
る
、
犯
人
の
相
続
財
産
を
も
没
収
し
う
る
と
い
う
原
則
自
体
は
、
二
一
、
二
二
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
諸
事
例
に
照
ら
し
て
目

(
必
)

新
し
い
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
の
原
則
を
採
用
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
方
で
こ
の
ケ
l
ス
に
関
し
て
は

特
別
に
放
棄
が
な
さ
れ
、
ハ

l
プ
ス
プ
ル
ク
家
側
の
財
産
を
減
ら
さ
ぬ
形
で
決
着
が
図
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
一
連
の
決
定
は
、
ハ

i
プ
ス

(
仏
)

ブ
ル
ク
家
側
と
の
多
分
に
緊
張
を
は
ら
ん
だ
交
渉
の
所
産
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
措
置
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
複
合
的
な
性
格
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
大
逆
罪
訴
訟
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
イ
タ
リ
ア
で
遂
行
し
た
大
逆
罪
訴
訟
に
関
し
て
、
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
一
一
一
一
一
一
年
二
月
に
ミ
ラ
ノ
市
内

(
必
)

で
発
生
し
た
反
乱
へ
の
対
応
で
あ
る
。
ミ
ラ
ノ
の
ゲ
ル
フ
派
を
中
心
と
す
る
反
乱
自
体
は
市
街
戦
の
後
に
失
敗
し
、
首
謀
者
の
デ
ッ
ラ
・
ト

さ
て
、



ッ
レ
一
党
ら
は
市
外
に
逃
亡
し
た
が
、
こ
の
ミ
ラ
ノ
で
の
騒
動
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
築
い
た
体
制
に
対
す
る
反
乱
は
、

ク

マ
ン
ト
ヴ
ア
な
ど
北
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
に
広
が
つ

(
必
)

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
反
抗
に
対
す
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
対
応
は
当
初
、
宥
和
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ラ
ノ
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
は
、

「
ア
ツ
ラ
・
ト
ッ
レ
派
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
を
ミ
ラ
ノ
か
ら
一
旦
追
放
し
て
、
党
派
対
立
に
中
立
的
に
の
ぞ
む
と
い
う

レ
モ
ナ
、

ロ
l
デ
ィ
、

レ
ッ
ジ
ォ
、

ア
ス
テ
ィ
、
ブ
レ
シ
ア
、
パ
ル
マ
、

ク
レ

l
マ、

彼
の
イ
タ
リ
ア
支
配
の
態
度
を
再
度
明
確
に
し
た
後
、
反
乱
者
た
ち
に
対
し
て
は
和
解
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
サ
ヴ
オ
イ
伯
、
リ
ユ

テ
イ
ツ
ヒ
司
教
と
い
っ
た
腹
心
に
ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
諸
都
市
の
ゲ
ル
フ
の
指
導
者
た
ち
を
も
加
え
た
委
員
会
を
編
成
し
て
、
彼
ら
に
和
解
案

(
灯
)

を
作
成
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
デ
ッ
ラ
・
ト
ッ
レ
ら
反
乱
者
た
ち
が
国
王
の
前
に
出
頭
し
て
嘆
願
す
る
な
ら
ば
彼
ら
の
身
の
安
全
を
保

障
し
そ
の
不
動
産
を
返
還
す
る
こ
と
、
そ
の
後
彼
ら
は
し
ば
ら
く
の
間
(
ヴ
イ
ス
コ
ン
テ
ィ
家
が
ミ
ラ
ノ
を
離
れ
る
の
と
同
様
に
)
ミ
ラ
ノ

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

以
外
の
し
か
る
べ
き
地
点
に
居
住
す
る
こ
と
、
彼
ら
か
ら
略
奪
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
も
国
王
軍
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
も
の
以
外
は
復
旧
す

る
こ
と
、
委
員
会
を
構
成
す
る
五
人
の
ゲ
ル
フ
派
指
導
者
た
ち
は
反
乱
者
た
ち
が
和
解
に
応
じ
る
よ
う
説
得
に
努
め
、
そ
れ
が
成
功
し
な
い

場
合
は
国
王
や
そ
の
代
官
の
命
に
従
い
反
乱
者
た
ち
を
追
求
す
る
と
約
束
す
る
こ
と
(
こ
の
約
束
に
違
反
し
た
場
合
彼
ら
自
身
が
ラ
イ
ヒ
と

王
へ
の
反
逆
者
向

usa-g同
と
し
て
扱
わ
れ
る
)
、
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
反
乱
者
と
の
交
渉
の
余
地
を
認
め
る
姿
勢
は
、
以
後
の
諸
事

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
慎
重
か
つ
現
実
的
な
態
度
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。

例
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
現
れ
る
の
で
あ
り
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
こ
、
っ
し

た
妥
協
的
態
度
は
、
当
面
の
政
治
情
勢
に
対
し
て
は
有
効
に
働
き
、
後
述
す
る
ク
レ
モ
ナ
、

ブ
レ
シ
ア
な
ど
を
除
い
て
、
反
乱
の
激
化
と
拡

大
を
当
面
は
押
し
と
ど
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

北法56(2・9)525

デ
ツ
ラ
・
ト
ッ
レ
一
派
と
ク
レ
モ
ナ
な
ど
一
部
の
都
市
は
こ
の
和
解
案
に
応
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
ら
に
対
す
る
ハ
イ
ン
リ

(
刊
)

ヒ
の
姿
勢
は
次
第
に
強
硬
な
も
の
へ
と
転
じ
て
い
く
。
同
年
三
月
五
日
に
は
、
一
般
的
に
王
と
王
の

s
a
g
g
と
帝
国
の
ぎ
ロ
ミ
に
対
し
て

攻
撃
を
加
え
た
者
を
、
王
と
そ
の
ヨ
宮
田
富
に
対
す
る
反
逆
者
お

σm-E
と
し
て
、
彼
ら
か
ら
王
と
そ
の
前
任
者
が
与
え
た
す
べ
て
の
名
誉
、

し
か
し
、



"iA 
R岡

特
権
、
レ
ガ
リ
ア
、
封
を
剥
奪
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
、
特
に
ク
レ
モ
ナ
と
ク
レ

l
マ
の
両
市
お
よ
び
そ
れ
ら
の
個
々
の
市
民
か
ら
特

(
必
)

権
な
ど
を
剥
奪
す
る
判
決
が
出
さ
れ
た
。
四
月
、
ミ
ラ
ノ
を
発
し
た
匝
王
軍
は
、
ク
レ
!
マ
の
帰
順
を
受
け
た
後
、
今
や
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア

に
お
け
る
反
乱
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
ク
レ
モ
ナ
へ
進
軍
し
、
四
月
一
一
六
日
に
は
降
伏
し
た
ク
レ
モ
ナ
へ
入
城
し
た
。
こ
の
と
き
反
乱
の

首
謀
者
た
ち
は
既
に
ク
レ
モ
ナ
か
ら
逃
亡
し
て
い
た
が
、
ク
レ
モ
ナ
市
と
残
っ
た
市
民
に
対
し
て
科
さ
れ
た
制
裁
は
、
苛
酷
な
も
の
で
あ
っ

~t.i去56(2 ・ 10)526

説

た
。
五
月
一

O
日
に
下
さ
れ
た
判
決
は
、
デ
ッ
ラ
・
ト
ッ
レ
一
党
と
と
も
に
、
反
乱
を
起
こ
し
て
逃
亡
し
た
ク
レ
モ
ナ
の
有
力
市
民
た
ち
七

(
日
)

一
名
を
断
罪
し
た
。
彼
ら
と
そ
の
相
続
人
か
ら
は
、
す
べ
て
の
特
権
が
剥
奪
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
の
敵
に
し
て
反
逆
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
、
全
財

産
が
没
収
さ
れ
、
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
よ
る
保
護
が
否
定
さ
れ
て
彼
ら
に
対
す
る
攻
撃
も
非
難
を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
他
の
人
聞
が
彼
ら

(
日
)

に
援
助
を
与
え
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
、
彼
ら
の
身
柄
が
国
王
と
そ
の
役
人
の
手
に
落
ち
た
場
合
に
は
極
刑
が
予
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
す
べ

て
は
、
欠
席
者
に
対
す
る
お
足

g
吾

E
Z昼
間
を
禁
じ
る
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(

臼

)

(

臼

)

れ
、
ま
た
デ
ッ
ラ
・
ト
ッ
レ
一
党
も
同
様
の
断
罪
に
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

判
決
の
官
頭
で
は
、
ク
レ
モ
ナ
市
民
ら
の
罪
状
が
列
挙
さ
れ
る
が
、
彼
ら
の
行
為
が
反
乱
で
あ
り
大
逆
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
、
と
い

う
一
般
的
な
評
価
に
続
い
て
、
具
ト
体
的
罪
状
と
し
て
は
、
分
離
と
争
乱
を
引
き
お
こ
し
た
こ
と
、
ク
レ
モ
ナ
の
℃
毛
E
5
を
王
の
ヨ
色
町
田
門
訟

を
代
表
す
る
代
官
に
対
す
る
反
乱
へ
と
誘
導
し
た
こ
と
、
王
の
代
官
を
市
外
に
追
放
し
た
こ
と
、
自
ら
も
誓
約
し
た
平
和
の
破
壊
者
で
あ
る

こ
と
、
国
王
の
判
決
と
彼
ら
自
身
の
意
志
に
も
と
e

つ
い
て
市
内
に
帰
還
さ
せ
ら
れ
た
市
民
た
ち
を
追
放
し
た
こ
と
、
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
に
お

け
る
体
制
構
築
を
破
壊
し
た
こ
と
、
デ
ッ
ラ
・
ト
ッ
レ
ら
反
乱
者
た
ち
を
受
け
入
れ
彼
ら
と
と
も
に
王
の

s
a
g
gを
侵
害
し
た
こ
と
、
ク

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
権
力
の
全
能
性
を
理
由
に
道
守
が
命
じ
ら

レ
モ
ナ
市
の
防
備
を
固
め
市
へ
通
じ
る
街
道
や
橋
を
ふ
さ
い
で
国
王
と
そ
の
軍
の
到
来
を
妨
げ
た
こ
と
、
他
の
都
市
を
平
和
破
壊
と
反
乱
へ

(
U
A
)
 

と
誘
導
し
た
こ
と
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

一
般
的
に
大
逆
罪
を
犯
し
た
と
い
う
把
握
が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
具
体

的
な
内
実
は
、
国
王
が
イ
タ
リ
ア
入
り
し
て
以
来
の
統
治
活
動
の
否
定
、
と
り
わ
け
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
再
建
し
確
立
し
よ
う
と
し
た
平
和
の
否



定
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
特
に
、
市
民
た
ち
が
自
ら
の
誓
約
に
違
反
し
た
こ
と
や
、
自
ら
も
望
ん
だ
追
放
市
民
の
帰
還

(
日
)

を
反
古
に
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
、

'
」
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
大
逆
罪
理
解
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
こ
で
持
ち
出
し
た
大
逆
罪
と
い
う
ロ

l
マ
法
上
の
道
具
立
て
は
、
党
派
対
立
の
調
停
に
よ
り
平
和
を
確
立
す
る
と
い

う
彼
の
統
治
活
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
ク
レ
モ
ナ
を
屈
服
さ
せ
た
後
、
更
に
ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
に
お
け
る
反
乱
の
拠
点
と
し
て
残
っ
た
プ
レ
シ
ア
へ
向
け
て
軍

(
日
)

一
一
一
一
一
一
年
五
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
の
長
期
の
包
囲
戦
に
入
る
。

を
進
め
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
反
乱
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
テ
オ
パ
ル
ド

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

ブ
ル
サ

l
テ
イ
豆

g
g
E。
∞
呂
田
邑
を
戦
闘
中
に
捕
虜
と
し
、
死
刑
と
財
産
没
収
の
判
決
を
下
し
た
上
で
、
残
虐
な
公
開
処
刑
を
行
っ
た
。

(
幻
)

大
逆
罪
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
治
世
下
で
は
じ
め
て
、
死
刑
が
実
際
に
執
行
ま
で
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
一
が
、
同
時
に

判
決
に
よ
る
大
逆
罪
の
描
写
は
や
は
り
示
唆
的
で
あ
る
。
六
月
二

O
日
の
判
決
で
は
、
一
般
的
に
国
王
の

B
E
F
n
z
g
に
対
す
る
罪
を
犯
し
た

と
さ
れ
る
テ
オ
パ
ル
ド
の
具
体
的
な
犯
罪
行
為
と
し
て
は
、
テ
オ
パ
ル
ド
が
国
王
に
忠
誠
を
誓
い
国
王
の
お
か
げ
で
ブ
レ
シ
ア
市
に
復
帰
し
、

そ
れ
ま
で
対
立
し
て
い
た
他
の
市
民
た
ち
と
和
解
し
て
自
身
も
平
和
の
遵
守
を
誓
っ
た
と
い
う
経
緯
が
説
明
さ
れ
た
後
、
忠
誠
宣
誓
と
こ
う

(
開
)

し
た
平
和
に
反
し
て
、
他
の
市
民
た
ち
を
逆
に
追
放
し
た
り
殺
し
た
り
し
た
こ
と
、
更
に
国
王
が
和
解
の
た
め
に
使
者
を
送
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
テ
オ
パ
ル
ド
が
態
度
を
変
え
な
か
っ
た
た
め
に
国
王
が
軍
を
ブ
レ
シ
ア
ま
で
進
め
た
こ
と
が
、
反
乱
者
た
ち
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、

ブ
レ
シ
ア
で
国
王
軍
と
直
接
戦
っ
た
こ
と
、
他
の
都
市
の
反
乱
を
そ
そ
の
か
し
た
こ
と
と
並
ん
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

テ
オ
パ

ル
ド
の
行
為
は
大
逆
を
犯
し
た
こ
と
に
な
り
、
大
逆
に
関
す
る
ユ
リ
ウ
ス
法
、
殺
人
に
関
す
る
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
法
お
よ
び
そ
の
他
の
多
く
の

(
ぬ
)

法
に
触
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
被
告
の
行
為
が
死
に
値
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
国
王
の
使
者
を
無
視
し

た
こ
と
は
、
国
王
側
の
平
和
的
姿
勢
を
強
調
す
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
手
続
的
に
は
、
召
喚
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
攻
囲
自
体
も
訴
訟
手
続
の
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
従
っ
て
特
に
先
行
す
る
召
喚
や
法
廷
開
催

北法56(2・11)527



説

(
印
)

が
な
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
有
罪
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
回
復
し
樹
立
し
た
平
和
の

侵
害
が
大
逆
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
テ
オ
パ
ル
ド
が
自
身
の
行
っ
た
誓
約
や
約
束
に
背
い
た
こ
と
が
処
罰
の
一
つ

論

の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
引
)

こ
の
後
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
同
年
一

O
月
に
は
、
降
伏
し
た
ブ
レ
シ
ア
市
と
市
民
ら
に
対
し
て
も
、
有
罪
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
は
、
死

刑
や
身
体
刑
は
免
除
さ
れ
財
産
没
収
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
市
壁
と
防
備
施
設
の
破
壊
が
命
じ
ら
れ
、
市
と
市
民
が
こ
れ
ま
で
得
て
い
た

(
臼
)

特
権
が
剥
奪
さ
れ
、
多
額
の
罰
金
が
科
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
判
決
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
イ
タ
リ
ア
入
り
し
て
以
来
、
平
和
確
立
に

努
め
調
停
な
ど
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
追
放
さ
れ
て
い
た
ブ
レ
シ
ア
市
民
も
い
っ
た
ん
は
王
に
忠
誠
を
誓
い
、
王
の
仲
介
で
敵
対
し
て
い
た

市
民
た
ち
と
和
解
し
て
市
内
に
戻
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
自
身
の
誓
約
を
破
っ
て
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
反
乱
し
、
他
の

市
民
た
ち
を
追
放
、
殺
害
、
監
禁
す
る
な
ど
し
た
こ
と
、
を
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
ま
た
王
が
、
和
解
の
た
め
に
使
者
を
送
っ
た
に
も
か
か

(ω) 

わ
ら
ず
、
そ
れ
を
無
視
し
た
こ
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
罪
状
の
と
ら
え
方
は
、
前
述
の
テ
オ
パ
ル
ド
・
ブ
ル
サ

l
テ
ィ
の
場

合
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
各
地
に
お
け
る
反
乱
を
支
援
し
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ゲ
ル
フ
派
の
中
心
で
あ
っ
た
フ
イ

レ
ン
ツ
エ
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
も
は
や
「
ロ

i
マ
王
」
な
い
し
「
皇

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
の
態
度
は
、

一
一
二
一
一
年
四
月
ご
ろ
以
後
に
は
、

帝
」
と
は
呼
ば
ず
、
「
ド
イ
ツ
王
」
、
「
ド
イ
ツ
人
の
皇
帝
」
と
呼
ん
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
イ
タ
リ
ア
支
配
の
正
当
性
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
ほ

(

ω

)

(

白
山
)

ど
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
更
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
「
追
放
処
分
」
と
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
こ
れ
に
対
し
て
も
訴
訟

(

町

田

)

(

釘

)

手
続
を
進
め
、
二
一
一
一
一
年
一
一
月
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
と
市
民
を
大
逆
罪
の
か
ど
で
召
喚
し
た
。
手
続
を
示
す
史
料
は
、
札
問

5
宮

E
E

と
召
喚
巳

E
5
の
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
』
同
H
A
Z
E
号
の
部
分
で
は
、
フ
イ
レ
ン
ツ
エ
市
民
た
ち
が
王
の

B
臼

2
g聞
と
聖
な
る
ロ
ー

マ
帝
国
に
反
し
、
王
の

B
包
何
回
宮
田
を
致
損
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
、
次
い
で
被
告
の
具
体
的
な
罪
状
と
し
て
、
ア
レ
ッ
ツ
オ
へ
の

北法56(2・12)528



攻
撃
を
停
止
さ
せ
る
た
め
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
使
節
を
送
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
王
と

聖
な
る
ロ

l
マ
帝
国
に
対
す
る
裏
切
り
者
、
反
逆
者
に
し
て
、
被
追
放
者
で
あ
る
グ
イ
ド
・
デ
ッ
ラ
・
ト
ッ
レ
を
そ
う
と
知
り
な
が
ら
王
の

命
令
に
反
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
、
反
乱
し
た
ク
レ
モ
ナ
市
か
ら
の
求
め
に
応
じ
て
市
民
を
ポ
デ
ス
タ
と
し
て
送
っ
た
こ
と
、
が
一
気
に
列

(
侃
)

挙
さ
れ
る
。
更
に
続
け
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
改
め
て
使
節
を
派
遣
し
た
の
に
た
い
し
て
、
そ
れ
に
従
う
ど
こ
ろ
か

逆
に
使
節
一
行
を
攻
撃
し
た
こ
と
、
王
の
呂
田
5
2
8
と
聖
な
る
ロ

l
マ
帝
国
の
敵
で
あ
る
ブ
レ
シ
ア
市
民
を
援
助
し
た
こ
と
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ

を
ロ

l
マ
王
と
呼
ば
ず
ド
イ
ツ
王
と
み
な
し
た
こ
と
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ロ

l
マ
へ
派
遣
し
た
サ
ヴ
オ
イ
伯
ル

l
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
通
過
を
妨
げ
た

(ω) 

こ
と
、
王
の

g
邑

2
5
の

Z
2
2
と
え
田
宮
に
敵
対
す
る
同
盟
な
ど
を
結
び
、
大
逆
罪
を
犯
し
た
こ
と
、
が
並
べ
ら
れ
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の

(叩
)

B

罪
状
に
つ
い
て
王
が
真
実
を
調
査
す
べ
く
決
意
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
続
い
て

n
x
E
o
の
部
分
で
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
委
任
を
受
け

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

た
二
人
の
裁
判
官
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
コ
ム

l
ネ
と
市
民
た
ち
の
百
喚
を
試
み
た
が
、
危
険
の
た
め
通
常
の
方
法
に
よ
ら
ず
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ

近
郊
の
都
市
岡

B
E
の
広
場
で
罪
状
が
読
み
上
げ
ら
れ
召
喚
が
な
さ
れ
、

(
れ
)

て
い
る
。

一
五
日
以
内
に
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
、
述
べ
ら
れ

し
か
し
、

(η) 

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
召
喚
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
た
め
、
同
年
二
一
月
二
四
日
に
は
、
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
判
決
は
冒
頭
で
、

平
和
確
立
が
支
配
者
の
使
命
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
後
、
召
喚
の
際
と
同
様
の
罪
状
を
列
挙
し
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
が
召
喚
を
無
視
し
て
出

頭
し
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
有
罪
を
宣
告
し
た
。
制
裁
と
し
て
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
市
と
市
民
た
ち
の
す
べ
て
の
支
配
権
、
地

位
、
裁
治
権
の
剥
奪
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
の
有
す
る
城
塞
、
都
市
、
村
落
、
全
財
産
の
没
収
、

た
封
、
特
権
な
ど
の
没
収
、
罰
金
の
賦
課
、
市
の
役
職
者
た
ち
の
名
誉
剥
奪
と
、
水
久
追
放
、
一
般
市
民
た
ち
の
追
放
(
た
だ
し
既
に
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
市
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
市
民
は
例
外
と
す
る
)
、
市
と
市
民
に
対
す
る
債
務
支
払
い
の
禁
止
、
な
ど
が
科
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
一

般
市
民
た
ち
の
追
放
の
結
果
と
し
て
、
彼
ら
の
受
け
入
れ
や
彼
ら
へ
の
援
助
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
判
決
後
一
か
月
を
経
過
し
た
後
の
こ
と

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
前
任
者
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ

北j去56(2・13)529



説

と
さ
れ
、
ま
た
役
職
者
た
ち
が
不
名
誉
に
陥
る
の
に
も
二

0
日
間
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
に
王
の
面
前
に
出
頭
す
る
チ
ャ
ン
ス
が

与
え
ら
れ
た
。

三d込
H聞

こ
の
訴
訟
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
自
体
と
そ
の
市
民
た
ち
が
区
別
さ
れ
、
市
自
体
が
大
逆
罪
の
犯
行
主
体
と
な
り
う
る
こ
と
が
承
認
さ

(
ね
)

れ
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
に
お
け
る
大
逆
罪
理
解
は
、
先
行
す
る
ケ
l
ス
ほ
ど
直
接
的
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
平
和
回
復
活
動
と
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

や
は
り
そ
れ
と
の
関
連
を
持
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
最
初
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ア
レ
ッ
ツ
ォ

の
戦
争
を
停
止
さ
せ
る
た
め
使
節
を
派
遣
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
平
和
回
復
の
た
め
の
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視

す
る
こ
と
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
平
和
活
動
の
直
接
的
否
定
を
意
味
す
る
。
グ
イ
ド
・
デ
ツ
ラ
・
ト
ッ
レ
の
受
け
入
れ
、

ク
レ
モ
ナ
や
ブ
レ
シ
ア

へ
の
支
援
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
め
ざ
し
た
平
和
を
破
壊
す
る
勢
力
へ
の
常
助
行
為
で
あ
り
、
平
和
回
復
活
動
の
間
接
的
な
否
定
と
評
価
で
き

る
。
よ
り
漠
然
と
し
た
反
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
同
盟
結
成
も
、
よ
り
間
接
的
な
攻
撃
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

行
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
訴
訟
の
よ
う
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
平
和
を
直
接
侵
害
す
る
タ
イ
プ
か
ら
出
発
し
て
、
よ
り
間
接
的
な
侵
害
へ
と
広
が
る

も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
訴
訟
に
は
手
続
面
で
、
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
訴
訟
は
札
間
百
円
吉
田
E
C
の
形
式

で
開
始
さ
れ
進
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
被
告
の
召
喚
も
召
喚
状
の
直
接
送
達
で
な
く
、
近
隣
の
都
市
で
の
公
告
と
い
う
方
法
で
な
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
手
続
は
、
後
述
の
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
訴
訟
と
共
通
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

更
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
対
す
る
判
決
直
後
の
二
二
一
一
年
一
-
-
月
二
九
日
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
以
外
の
ル
ッ
ヵ
、
シ
エ
ナ
、

レ
ッ
ジ
オ
の
各
都
市
お
よ
び
レ
ッ
ジ
オ
に
お
け
る
反
乱
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
ギ
ベ
ル
ト
・
ダ
・
コ
レ
ッ
ジ
ォ
。

E
Zコ。
E

(
九
)

向。弓叩加
m
E
ら
に
対
す
る
訴
追
を
開
始
し
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
亡
命
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
市
民
に
し
て
ロ

l
マ
法
学
者
で
あ
っ
た
パ
ル
ミ
エ
リ
・

デ
ッ
リ
・
ア
ル
ト
ヴ
イ
テ
イ

E
E
F
g
e
z
と
ぢ
〈
芭
ら
に
こ
れ
ら
の
都
市
と
そ
の
市
民
、
彼
の
封
臣
ギ
ベ
ル
ト
と
そ
の
他
二
名
の
行
っ
た

(
市
)

犯
行
の
札
聞
広
告

E
ぎ
を
任
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
の
手
続
は
略
式
で
よ
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て

E
G
Z
E
E
を
経
て
召
喚
が
な
さ
れ

パ
ル
マ
、
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(
花
)

や
は
り
被
告
欠
席
の
ま
ま
一
コ
二
二
年
四
月
に
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
。
判
決
は
ま
ず
冒
頭
で
、

と
平
和
の
結
び
つ
き
に
改
め
て
言
及
す
る
。
ド
イ
ツ
を
平
静
に
し
た
後
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
イ
タ
リ
ア
へ
入
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
イ
タ
リ
ア
に

お
け
る
不
和
と
混
乱
が
改
め
て
述
べ
ら
れ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ま
ず
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
で
平
和
を
回
復
し
被
追
放
者
を
都
市
に
復
帰
さ
せ
市
民

た
ち
を
和
解
さ
せ
た
こ
と
、
更
に
同
じ
よ
う
に
混
乱
し
て
い
た
ト
ス
カ
!
ナ
へ
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
進
ん
だ
こ
と
が
語

(
打
)

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ル
ッ
ヵ
、
シ
エ
ナ
市
と
そ
の
市
民
た
ち
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
ロ

1
マ
帝
国
に
敵
対
す
る

た
が
、
被
告
は
出
頭
せ
ず
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ

同
盟
な
ど
を
結
び
、
更
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
封
を
受
領
し
て
い
る
ギ
ベ
ル
ト
を
は
じ
め
と
す
る
者
た
ち
を
買
収
し
、
彼
ら
を
通
じ
て
ロ
ン
パ

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

ル
デ
イ
ア
の
パ
ル
マ
と
レ
ッ
ジ
オ
を
も
背
か
せ
、
そ
れ
ら
と
の
聞
に
も
同
盟
な
ど
を
結
ん
だ
。
ギ
ベ
ル
ト
は
更
に
帝
国
に
属
す
る
城
塞
を
奪

(
刊
日
)

ぃ
、
そ
こ
の
代
官
を
放
逐
す
る
な
ど
し
た
。
被
告
に
対
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
な

-zczz。
と
召
喚
が
行
わ
れ
た
が
被
告
は
ま
っ
た
く
出

(
乃
)

頭
せ
ず
、
や
は
り
被
告
の
応
訴
が
な
い
ま
ま
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
。
制
裁
と
し
て
は
、
諸
都
市
と
そ
の
市
民
に
対
す
る
刑
罰
は
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
に
対
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
が
、
罰
金
の
額
は
や
や
軽
い
。
諸
都
市
の
役
職
に
あ
っ
た
市
民
の
追
放
や
役
職
者
の
権
限
剥
奪
、

そ
の
他
の
有
力
市
民
た
ち
の
追
放
、
そ
う
し
た
追
放
者
に
助
力
す
る
こ
と
の
禁
止
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
点
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
対
す
る
判
決

と
同
様
で
あ
る
が
、
今
回
の
判
決
で
は
助
力
禁
止
の
違
反
者
に
対
し
て
は
都
市
、
城
、
貴
族
な
ど
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
額
が
異
な
る
罰
金

(
初
)

が
科
さ
れ
た
。
ギ
ベ
ル
ト
に
関
し
て
は
、
彼
が
国
王
と
ラ
イ
ヒ
に
対
し
て
封
臣
義
務
違
反
(
フ
エ
ロ
ニ

l
)
、
大
逆
罪
、
反
逆
を
犯
し
た
と

さ
れ
、
彼
の
行
動
が
封
臣
宣
誓
に
反
し
た
も
の
と
さ
れ
て
、
国
王
か
ら
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
た
封
が
没
収
さ
れ
た
。
そ
し
て
更
に
ギ
ベ
ル
ト

ら
が
反
乱
者
に
し
て
大
逆
罪
の
犯
人
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
、
彼
ら
に
対
し
て
、
追
放
、
財
産
没
収
、
特
権
な
ど
の
剥
奪
、
不
名
誉
が
、

(
飢
)

刑
と
し
て
科
さ
れ
、
彼
ら
の
身
柄
が
帝
国
の
手
に
落
ち
た
場
合
に
は
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ギ
ベ
ル
ト
に
つ
い
て
、
確
か

に
レ
!
ン
制
上
の
義
務
違
反
と
大
逆
罪
が
区
別
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
制
裁
が
科
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
レ

l
ン
制
上

(
幻
)

の
制
裁
と
大
逆
罪
が
並
ん
で
科
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
物
語
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
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説

こ
の
他
判
決
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
判
決
の
全
体
に
つ
い
て
執
行
ま
で
に
都
市
に
よ
っ
て
異
な
る
猶
予
期
間
を
設
け
て
、
そ
の
期
間
内
に

(
幻
)

国
王
に
服
従
す
れ
ば
判
決
を
解
除
す
る
、
と
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
対
す
る
判
決
の
一
部
に
つ
い
て
も
こ
う
し
た
猶
予

が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
判
決
全
体
に
つ
い
て
猶
予
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
判
決
の
後
で
も
、
な
お
国
王
と
の
和
解
の
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
判
決
は
交
渉
過
程
の
中
の
一
こ
ま
で
あ
り
、
国
王
か
ら
見
て
有
罪
判
決
は
最
終
的
に
自
発
的
服
従

北j去56(2・16)532

E命

を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
パ
ル
マ
に
関
し
て
は
岡
市
が
王
に
忠
誠
を
誓
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
判
決
は
撤
回

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
に
対
す
る
先
の
判
決
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
王
に
よ
る
そ
の
変
更
や
修
正

(
制
)

は
可
能
で
あ
る
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
。
他
の
都
市
に
つ
い
て
の
条
項
と
あ
わ
せ
て
読
め
ば
、
こ
れ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
の
聞
で
も

交
渉
の
余
地
を
残
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
と
市
民
た
ち
に
対
し
て
は
、
ナ
ポ
リ
玉
へ
の
訴
追
が
開
始
さ
れ
た
後
の
、

(
邸
)

て
大
逆
罪
の
か
ど
で
召
喚
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
、
ピ
ス
ト
イ
ア
、
ヴ
ォ
ル
テ
ッ
ラ
な
ど
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
陣
営
の
ト
ス

こ
の
他
、

一
コ
二
二
年
二
一
月
に
も
、
改
め

カ
l
ナ
諸
都
市
や
そ
れ
ら
の
都
市
の
多
く
の
市
民
た
ち
に
対
し
て
も
、

(
鉛
)

い
る
。

一
一
一
二
三
年
二
月
二
三
日
に
大
逆
罪
と
し
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
て

そ
の
他
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
治
世
か
ら
知
ら
れ
る
大
逆
罪
訴
訟
と
し
て
は
、
後
述
の
メ
ラ
ン
キ
ウ
ス
冨
m
-
S
2
5
の
鑑
定
と
も
関
連
す
る
ボ
ロ

l

ニ
ャ
に
対
す
る
訴
訟
が
あ
り
、
一
三
二
三
年
五
月
八
日
に
ボ
ロ
!
ニ
ャ
の
広
場
で
五

O
O
人
以
上
の
市
民
の
召
喚
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
召

(
幻
)

喚
の
証
書
な
ど
は
伝
わ
ら
な
い
。
最
後
に
、
パ
ド
ゥ
ア
市
と
市
民
に
大
逆
罪
の
か
ど
で
有
罪
判
決
を
下
し
た
一
一
一
二
三
年
五
月
一
六
日
の
判

(∞∞) 

決
が
知
ら
れ
て
い
る
。
判
決
は
、
や
は
り
冒
頭
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
イ
タ
リ
ア
で
の
平
和
活
動
を
述
べ
た
後
、
パ
ド
ウ
ア
の
罪
状
を
並
べ
、
そ

れ
ら
に
関
す
る
宮
古
庄
吾
が
な
さ
れ
召
喚
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
権
認
し
た
上
で
、
支
配
権
、
諸
特
権
の
剥
奪
、
城
壁
の
破
壊
、
罰
金
、
特

に
名
を
挙
げ
ら
れ
た
市
民
た
ち
の
追
放
な
ど
の
制
裁
を
科
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
我
々
の
行
論
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
パ
ド
ゥ
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ア
が
先
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
へ
の
忠
誠
を
誓
約
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
非
行
を
行
っ
た
と
さ
れ
、
彼
ら
の
行
為
が
フ
エ
ロ
ニ

1
に
し
て
大
逆

(
約
)

罪
に
も
該
当
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
と
共
通
す
る
把
握
が
確
認
で
き
る
と
三
早
え
よ
う
。

以
上
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
進
め
た
大
逆
罪
訴
訟
を
順
に
検
討
し
て
き
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ロ

l
マ
法
上
の
大
逆
罪
と
い
う
学
識
法
的
手
段
を

自
ら
へ
の
反
抗
に
対
し
て
積
極
的
に
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
欠
席
裁
判
手
続

ESE-岳
吉
、
略
式
手
続
と
い
っ
た
訴
追
側
に
有
利
な
手
続
的

特
徴
を
次
第
に
明
瞭
に
し
て
い
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
大
逆
罪
訴
訟
の
開
始
に
つ
い
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
概
し
て
慎
重
な
態
度
を
示

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
手
続
が
進
め
ら
れ
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
執
行
ま
で
に
な
お
猶
予
期
間
を
設
け
て
和
解
の

可
能
性
を
残
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
大
逆
罪
訴
訟
と
い
う
法
的
に
鋭
利
な
武
器
を
慎
重
に
取
り
扱
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
ン

リ
ヒ
宮
廷
の
理
解
に
お
い
て
、
大
逆
罪
は
具
体
的
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
イ
タ
リ
ア
で
の
平
和
回
復
活
動
と
そ
の
成
果
を
侵
害
す
る
こ
と
を
中

心
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
被
告
が
以
前
に
し
た
個
別
的
な
誓
約
や
約
束
を
破
っ
た
こ
と
が
、
大
逆
罪
の
犯
行
と
し
て
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
平
和
回
復
活
動
が
、
諸
党
派
の
個
別
的
な
同
意
、
合
意
、
誓
約
に
多
く
を
負
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
そ
、
う
つ
し
た
言
及
が
現
れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
と

z=

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
大
逆
罪
像
か
ら
す
る
と
十
分
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
訴
訟

前
章
で
、
我
々
は
ナ
ポ
リ
王
へ
の
訴
追
に
先
行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
を
時
間
を
追
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
問
題
の
ナ
ポ

リ
王
の
事
件
を
見
る
と
ど
の
よ
う
な
点
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
見
た
大
逆
罪
訴
訟
の
多
く
と
ナ
ポ
リ
王
訴
追
の
聞
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
皇
帝
戴
冠
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

北法56(2・17)533



説

戴
冠
自
体
は
論
文
の
最
初
で
触
れ
た
よ
う
に
、
反
対
派
の
抵
抗
の
中
変
則
的
な
形
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
態
度
に

何
ら
か
の
変
化
が
起
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

~D. a岡

確
か
に
、

念
を
う
か
が
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
戴
冠
を
終
え
て
初
め
て

5
-
g
E
2
m
o
g白ロ
0
2
5
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
回
状
官

(
卯
)

一
二
二
二
年
六
月
二
九
日
の
戴
冠
直
後
に
出
さ
れ
た
、
皇
帝
戴
冠
を
知
ら
せ
る
回
状
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
側
の
高
揚
し
た
皇
帝
理

北法56(2・18)534

頭
で
、
天
上
の
軍
列
が
一
人
の
神
の
も
と
に
戦
う
よ
う
に
、
王
国
と
地
方
を
異
に
す
る
す
べ
て
の
人
々
も
一
人
の
君
主
に
服
す
る
、
べ
き
で
あ

(
引
)

る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
が
た
だ
ち
に
反
発
し
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
フ
ラ
ン
ス
王
以

(
川
出
)

外
の
世
俗
上
位
者
を
認
め
な
い
と
抗
議
し
て
い
る
。
し
か
し
、
皇
帝
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
な
く
て
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
ド
イ
ツ
側
の
伝
統

(
m
m
)
 

に
し
た
が
っ
て
、
皇
帝
戴
冠
前
の
支
配
を
も
皇
帝
的
に
理
解
し
て
お
り
、
回
状
に
見
ら
れ
た
理
念
的
言
明
が
大
逆
罪
訴
訟
に
お
い
て
変
化
を

も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
は
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

政
治
的
方
針
に
関
し
て
ニ
コ
ヲ
ん
ば
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
従
来
、
教
皇
庁
の
意
向
に
も
沿
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
教
皇
派
の
保
護
者
的
位
置
に
あ
っ

(
似
)

た
ナ
ポ
リ
王
と
の
協
調
を
図
り
、
両
王
家
の
聞
の
縁
組
み
を
含
む
同
盟
締
結
を
模
索
し
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
で
の
戦
闘
と
皇
帝
戴
冠
以
後
、

(%) 

ナ
ポ
リ
王
と
の
対
決
姿
勢
を
強
め
て
い
く
。
ナ
ポ
リ
王
と
は
仇
敵
の
関
係
に
あ
っ
た
シ
チ
リ
ア
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
へ
の
接
近
は
、
こ
の
よ
う

な
姿
勢
の
産
物
で
あ
る
。

一
三
二
二
年
七
月
ご
ろ
と
思
わ
れ
る
、
シ
チ
リ
ア
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
と
の
婚
姻
同
盟
交
渉
の
際
の
文
書
で
は
、

ノ、

イ
ン
リ
ヒ
は
、
ナ
ポ
リ
王
が
ロ

l
マ
で
の
皇
帝
戴
冠
を
妨
害
し
た
こ
と
、
帝
国
の
都
市
、
城
塞
、
領
域
に
侵
入
し
そ
れ
ら
を
占
拠
し
た
こ
と
、

反
乱
者
た
ち
と
同
盟
な
ど
を
結
ん
だ
こ
と
、
を
大
逆
罪
に
あ
た
る
と
見
な
し
、
ロ
ベ
ル
ト
が
こ
れ
ら
の
事
実
自
体
に
よ
り
大
逆
罪
に
陥
っ
た

(%) 

こ
と
を
、
宮
廷
の
慣
習
に
従
っ
て
宣
言
す
る
つ
も
り
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
書
か
ら
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
の
時
点
で
は
、
ナ

ポ
リ
王
の
召
喚
と
い
う
手
続
を
踏
も
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、

ロ
ー
マ
で
の
戦
闘
の
記
憶
も
生
々
し
い
中
、
妥
協

の
余
地
の
な
い
態
度
を
固
め
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

ル
ッ
ヵ
、
シ
エ
ナ
に
つ
い
て
も
同
様
に
大
逆
罪
に
あ
た
る



も
の
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
こ
れ
ら
都
市
が
帝
国
か
ら
恩
恵
を
得
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
逆
し
た
、
と
い
う
と
ら
え
方
が
な
さ

(
幻
)

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ハ
イ
ン
リ
ビ
側
の
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
強
硬
な
姿
勢
に
対
し
て
は
、
し
か
し
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
教
皇
が
介
入
す
る
。
教
自
主
は
、

(
m
m
)
 

ハ
イ
ン
リ
ビ
と
ロ
ベ
ル
ト
両
者
に
対
し
て
一
年
間
の
休
戦
を
命
令
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
休
戦
命
令
に
対
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
た
だ
ち
に
異

(ω) 

議
を
提
起
し
て
い
る
。
一
三
一
一
一
年
八
月
一
日
の
第
一
の
異
議
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ロ
ベ
ル
ト
の
罪
状
を
列
挙
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し

(
川
)

て
自
分
は
戦
争
を
し
か
け
た
わ
け
で
な
い
し
、
今
も
戦
争
状
態
に
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
は
ま
だ
使
者
を
送
る
な
ど
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
八
月
六
日
の
第
二
の
異
議
で
は
、
ま
だ
戦
争
が
始
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
主
張

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

が
繰
り
返
さ
れ
る
と
と
も
に
、
お
よ
そ
世
俗
君
主
は
そ
の
封
臣
と
封
に
対
し
て
裁
判
権
を
有
す
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
方
で
、
ロ

l

(
問
)

マ
王
・
皇
帝
の
教
皇
に
対
す
る
誓
約
は
封
臣
の
誓
約
で
は
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
教
皇
が
こ
の
よ
う
に
皇
帝
に
対
し
て
休
戦
を
命
じ
う

る
か
ど
う
か
は
、
後
で
見
る
よ
う
に
ナ
ポ
リ
王
訴
訟
へ
の
反
響
の
中
で
重
要
な
論
点
と
な
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
異
議
に
お
い
て
ハ

イ
ン
リ
ヒ
は
、
教
皇
の
休
戦
命
令
に
反
駁
し
て
い
る
が
、
皇
帝
が
他
の
君
主
に
優
越
す
る
地
位
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
け
れ
ば
、
教
皇
の
命
令
権
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
否
定
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
教
皇

と
の
対
立
は
、

二
つ
の
普
遍
的
超
越
的
審
級
相
互
の
衝
突
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
の
異
議
に
お

い
て
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
ナ
ポ
リ
王
の
関
係
を
主
君
と
封
臣
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
皇
帝
側
の
基
本
姿
勢
の
表
明
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
ナ
ポ
リ
王
は
、
そ
の
王
国
を
教
皇
か
ら
封
と
し
て
受
領
し
て
お
り
こ
の
点
で
は
教
皇
の
封
臣
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
現
在

(
仰
)

の
フ
ラ
ン
ス
南
部
の
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
伯
領
な
ど
は
帝
国
の
封
と
し
て
受
領
し
て
支
配
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
皇
帝
の
封
臣
で
あ
っ
た
。
も

っ
と
も
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
臣
従
礼
の
遂
行
を
要
求
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ベ
ル
ト
は
実
行
を
引
き
延
ば
し
て
お
り
、
一
一
一
一
一
一
一
年
一
月

(
問
)

に
は
教
皇
が
仲
介
に
入
っ
て
、
問
題
の
解
決
を
模
索
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
前
述
の
シ
チ
リ
ア
王
と
の
同
盟
交
渉
の
文
書
で
は
、

北法56(2・19)535

ノ、



説

イ
ン
リ
ヒ
と
ナ
ポ
リ
王
の
関
係
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
ト
ス
カ
|
ナ
諸
都
市
に
比
し
う
る
よ
う
な
規
定
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ

自命

こ
の
よ
う
に
異
議
を
提
起
し
た
も
の
の
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
結
果
と
し
て
は
、
教
皇
の
休
戦
命
令
を
破
る
こ
と
は
せ
ず
、
ナ
ポ
リ
王
に
対
す

北法56(2・20)536

に
至
っ
て
主
君
と
封
臣
と
い
う
把
握
が
姿
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

る
軍
事
的
攻
撃
を
行
わ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
大
逆
罪
に
関
し
て
も
、
皇
帝
側
は
こ
の
間
に
姿
勢
を
転
換
し
て
、
召
喚
な
ど
の
手
続
を
採
ろ

う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
側
は
ナ
ポ
リ
王
の
訴
追
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
帝

(
則
)

国
に
空
間
的
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
、
帝
国
の
境
界
を
織
り
込
ん
で
行
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
側
近
に
あ
っ

て
彼
の
行
動
を
記
録
し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ン
・
リ
ニ

lzz-E∞〈
S

E加
弓
に
よ
れ
ば
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
対
し
て
そ
の
宮
廷
裁
判
官

(
川
)

ロ
l
マ
で
は
な
く
帝
国
の
領
内
で
ナ
ポ
リ
王
訴
追
の
手
続
を
開
始
す
る
よ
う
、
助
言
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ

た
ち
は
、

の
と
き
の
宮
廷
裁
判
官
の
一
人
、
ボ
ロ

i
ニ
ヤ
の
メ
ラ
ン
キ
ウ
ス
豆
町

-sagsロ
切
。

-
8
E
が
、
ボ
ロ

l
ニ
ヤ
を
初
め
と
す
る
ロ
マ

l
ニ
ヤ

(
川
)

の
諸
都
市
に
対
す
る
訴
追
に
関
し
て
出
し
た
鑑
定
意
見
も
参
考
に
な
る
。
ロ
マ

l
ニ
ヤ
は
ル

1
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ

l
プ
ス
ブ
ル
ク
の
時

代
に
最
終
的
に
教
皇
権
に
対
し
て
割
譲
さ
れ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
含
め
て
以
後
の
国
王
た
ち
も
教
皇
権
の
支
配
を
承
認
し
て
い
た
。
既
に
ナ
ポ

リ
王
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
訴
追
と
判
決
が
な
さ
れ
た
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
の
鑑
定
で
、
メ
ラ
ン
キ
ウ
ス
は
訴
追
を
可
能
と
見
る
の
で
あ

(
問
)

る
が
、
そ
の
際
、
ボ
ロ

i
ニ
ャ
市
が
、
皇
帝
の
自
色

2
8
に
服
す
る
領
域
に
、
資
金
や
兵
力
を
送
っ
て
反
乱
を
支
援
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

{
問
問
)

ボ
ロ

l
ニ
ヤ
の
か
か
る
行
為
に
対
す
る
訴
追
を
根
拠
づ
け
る
法
的
論
理
が
は
な
は
だ
問
題
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
と
も
か
く
、
行
為

自
体
は
帝
国
の
外
か
ら
帝
国
内
の
反
乱
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
帝
国
の
境
界
と

い
う
問
題
も
、
後
で
述
べ
る
ナ
ポ
リ
王
訴
訟
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
的
な
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
皇
帝
側
は
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界

全
体
に
及
ぶ
支
配
行
使
を
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
帝
国
に
空
間
的
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
行
動
し
て
い
た
の
で

あ
る
。



ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
帝
国
の
境
界
内
で
あ
る
ト
ス
カ

l
ナ
地
方
ま
で
戻
っ
た
上
で
、
論
文
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

(
問
)

一
二
三
二
年
九
月
一
一
一
日
に
ア
レ
ッ
ツ
オ
に
お
い
て
ナ
ポ
リ
王
の
召
喚
を
行
っ
た
。
百
喚
は
、
三
度
の
召
喚
と
不
出
頭
、
確
認
と
い
う
手

順
を
一
括
す
る
形
で
な
さ
れ
、
ナ
ポ
リ
王
の
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
行
為
が
ユ
リ
ウ
ス
法
の
大
逆
罪
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
、
コ
一
か
月
の
う
ち
に

自
身
皇
帝
の
面
前
に
出
頭
し
て
、
皇
帝
が
行
う
札
同
宣
告
E
E
C
か
ら
自
己
を
防
御
し
弁
護
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ロ
ベ
ル
ト

(
川
)

の
犯
罪
行
為
は
公
知

E
8
1
5
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
は
先
行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
と
同
様
宮
古
互
ぎ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ

ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
や
ト
ス
カ
ナ
で
皇
帝
に
反
抗
し
た
皇
帝
の
臣
下
に
対
し
て
援
助
を
与
え
た
こ

こ
の
よ
う
な
考
慮
を
背
景
に
、

と
に
な
る
。
ナ
ポ
リ
王
の
非
行
と
し
て
は
、

と
、
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
や
ト
ス
カ
ナ
の
反
乱
者
た
ち
と
同
盟
な
ど
を
結
ん
だ
こ
と
、

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

ロ
ー
マ
に
お
い
て
皇
帝
軍
と
戦
い
皇
帝
戴
冠
を
武
力
で

妨
害
し
た
こ
と
、
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
に
お
い
て
皇
帝
と
帝
国
に
属
す
る
所
領
や
権
利
を
奪
い
皇
帝
が
任
命
し
た
代
官
を
追
放
し
た
こ
と
、
が

(
川
)

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
の
末
尾
で
は
、
遠
距
離
で
あ
る
こ
と
や
使
者
の
身
の
危
険
の
た
め
に
召
喚
状
の
被
告
へ
の
送
達
が
出
来
な

(
山
)

か
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
先
述
の
フ
イ
レ
ン
ツ
エ
市
に
対
す
る
訴
訟
と
同
様
で
、
そ
の
た
め
に
皇
帝
は
、
ア
レ
ツ
ツ
オ

の
司
教
宮
殿
の
正
面
玄
関
に
召
喚
を
公
示
す
る
と
い
う
手
段
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
召
喚
状
に
お
い
て
は
、
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
が
、

帝
国
の
境
界
の
外
で
王
国
を
支
配
す
る
身
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
配
慮
は
見
ら
れ
な
い
が
、
ロ
ベ
ル
ト
を
皇
帝
の
下
位
者
な
い

ロ
ベ
ル
ト
の
行
為
は
全
体
と
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
支
配
に
対
す
る
直
接
間
接
の
攻

し
臣
下
と
し
て
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、

撃
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
大
逆
罪
訴
訟
で
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
よ
う
な
支
配
体
制
へ
の
結
び
付
け
が
図
ら
れ
て
い
る
と

言
え
る
。
例
え
ば
、

ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
や
ト
ス
カ
ナ
の
反
乱
者
た
ち
は
、
本
来
皇
帝
へ
の
服
従
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
彼
ら
は
法
的
に

(
問
)

は
皇
帝
の
臣
下
で
あ
る
こ
と
、
が
言
及
さ
れ
る
。
ま
た
、
ロ
ベ
ル
ト
が
占
拠
し
た
ア
ス
テ
ィ
な
ど
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
の
都
市
・
城
塞
は
ハ
イ

(
川
)

ン
リ
ヒ
の
置
い
た
代
官
に
よ
る
支
配
を
認
め
、
忠
誠
を
誓
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
結
び
付
け
か
ら
遠
い

ロ
l
マ
で
の
戦
闘
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
、
ト
ス
カ
ナ
の
反
乱
者
た
ち
と
と
も
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
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i見

れ
る
と
と
も
に
、

ロ
ベ
ル
ト
が
皇
帝
戴
冠
に
助
力
す
る
た
め
に
グ
ラ
ヴ
ィ

l
ナ
伯
を
ロ

l
マ
へ
送
る
旨
を
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
対
し
て
表
明
し
て

(
川
)

お
き
な
が
ら
、
逆
に
戴
冠
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
召
喚
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ナ
ポ
リ
王
は
、

北法56(2・22)538

q 

H同

一
三
一
一
年
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
場
合
と
同
様
、
召
喚
を
無
視
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
す
る
皇
帝
側
の
動
き
は
慎
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
召
喚
で
は
猶
予
期
間
は
三
か
月
と
さ
れ
て
い
た
が
、
三
か

月
が
過
、
ぎ
た
後
も
皇
帝
は
す
ぐ
に
は
次
の
行
動
に
移
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
ま
ず
、
一
一
一
二
三
年
一
月
一
二
日
に
、
ア
レ
ッ
ツ
ォ
の
司
教
宮

(
川
川
)

殿
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
た
召
喚
状
を
、
公
式
に
撤
去
す
る
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ
た
。
更
に
二
月
一
一
一
日
に
は
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
中
間
判

(
川
)

決
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
間
判
決
を
入
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
進
め
た
大
逆
罪
訴
訟
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
皇
帝
側
の
こ
れ
ま
で
以
上
に
慎
重
な
態
度
が
う
か
が
え
る
。

ロ
ー
マ
で
の
戦
闘
や
ロ
ン
パ
ル
デ
イ
ア
・
ト
ス
カ
ナ
で
の
反
乱
支
援
な
ど
、
ナ
ポ
リ
王
の
罪
状
が
改
め
て
列
挙
さ
れ
、

召
喚
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
ベ
ル
ト
が
出
頭
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
、
彼
を
帝
国
の
敵
と
し
て
手
続
を
進
め
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て

中
間
判
決
で
は
、

い
る
。
手
続
的
に
は
、
皇
帝
は
法
に
拘
束
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
の
で
本
来
調
査
な
し
に
ロ
ベ
ル
ト
に
対
し
て
手
続
を
進
め
る
こ
と
も
で
き

(
川
)

た
が
、
皇
帝
の
慈
悲
に
よ
り
調
査
と
召
喚
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
言
明
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
宮
古

E
E
で
さ
え
本
来
は

必
要
で
な
い
と
い
う
理
解
で
、
訴
訟
手
続
は
よ
り
一
層
略
式
化
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
中
間
判
決

で
は
、
召
喚
の
際
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
皇
帝
と
ナ
ポ
リ
王
と
の
聞
の
レ

i
ン
関
係
が
登
場
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ナ
ポ
リ
王
が
、

自
分
は
帝
国
か
ら
得
て
い
る
封
と

Z
8
2
の
ゆ
え
に
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
皇
帝
戴
冠
な
ど
の
際
に
は
義
務
に
ふ
さ
わ
し
い
服
従
と
ぎ

E円

を
示
す
と
書
簡
で
た
び
た
び
書
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
乱
者
た
ち
と
同
盟
を
結
ぴ
皇
帝
戴
冠
を
妨
害
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で

(
問
)

あ
る
。
ナ
ポ
リ
王
が
表
面
上
友
好
的
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
れ
に
反
し
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
抵
抗
し
た
と
い
う
把
握
は
既
に
召

喚
の
際
に
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
後
の
最
終
的
有
罪
判
決
で
前
面
に
出
る
こ
と
に
な
る
レ

l
ン
関
係
が
ナ
ポ
リ
王
自
ら
も
認
め
た
と



こ
ろ
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
皇
帝
が
最
終
的
な
断
罪
を
視
野
に
入
れ
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
面
で
、
召

喚
の
段
階
で
は
事
態
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
進
ん
で
は
お
ら
ず
、
な
お
皇
帝
と
国
王
と
の
間
で
和
解
の
交
渉
の
余
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
も
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ナ
ポ
リ
王
の
側
が
交
渉
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
結
局
皇
帝
は
終
局
判
決
へ
と
進
む
こ
と

に
な
る
。
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更
に
皇
帝
は
、
最
終
判
決
に
先
立
ち
、

(
印
)

な
基
礎
固
め
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
立
法
は
、
皇
帝
の
命
に
よ
り
ロ

l
マ
法
大
全
に
付
加
さ
れ
て
流
布
・
教
授
・
研
究
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

後
に
は
バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
る
注
釈
の
対
象
と
な
る
。
第
一
の
立
法
は
大
逆
罪
訴
訟
の
手
続
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
官
頭
で
、
ロ
ー
マ

帝
国
に
対
す
る
す
べ
て
の
忠
誠
の
鮮
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
命
令
の
み
な
ら
ず
神
の
指
図
を
も
損
な
う
よ
う
な
非
行
を
抑
圧

す
る
こ
と
が
目
的
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
の
静
穏
の
う
ち
に
全
世
界
の
秩
序
活
関
己
主

E
が
休
ら
う
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
神
の

(
凶
)

指
図
に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
人
は
ロ

l
マ
皇
帝
に
従
う
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
進
め
た
訴
訟
で
大
逆
罪
が
し
ば
し

ば
具
体
的
な
忠
誠
誓
約
へ
の
違
反
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
立
法
に
お
い
て
忠
誠
の
粋
が
登
場
す
る
の
は
理
解
で

(
印
)

き
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
神
が
全
人
類
に
皇
帝
へ
の
服
従
を
命
じ
る
と
い
う
理
解
や
全
世
界
の
秩
序
と
ロ

l
マ
帝
国
の
静
穏
を
関
係
づ
け

る
把
握
は
、
皇
帝
権
の
世
界
支
配
主
張
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
前
者
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
特
別
な
法
的
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
後
者
に
関
し
て
は
、
全
世
界
と
ロ

i
マ
帝
国
の
聞
に
は
空
間
的
に
は
区
別
が
あ
り
、
た
だ
帝
国
の
平
和
が
全
世
界
の

一
三
二
三
一
年
四
月
二
日
、
滞
在
し
て
い
た
ピ
サ
に
お
い
て
、

二
つ
の
皇
帝
立
法
を
制
定
し
、
法
的

秩
序
を
左
右
す
る
と
い
う
特
別
な
重
要
性
を
持
つ
、
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
立
法
が
、
大
逆
罪
の
手
続
を
定
め
る
に

あ
た
っ
て
、
す
べ
て
の
大
逆
罪
、
と
り
わ
け
ロ

l
マ
皇
帝
・
ロ

l
マ
王
に
対
す
る
そ
れ
に
お
い
て
、
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

(
凶
)

こ
ち
ら
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
よ
う
。
他
の
君
主
な
ど
に
対
す
る
大
逆
罪
も
考
え
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
皇
帝
・
ロ

i
マ
王
に
対
す
る
そ
れ
が
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重
大
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
た
上
で
、
立
法
は
、
大
逆
罪
訴
訟
に
お
い
て
は
、
被
告
欠
席
の
場



説

(
凶
)

合
で
も
略
式
の
手
続
で
訴
訟
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
召
喚
、
審
理
、
終
局
判
決
、
執
行
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
我
々
は
既
に
ト
ス
カ

i

(
m
a
)
 

ナ
の
諸
都
市
に
対
す
る
訴
訟
で
こ
う
し
た
手
続
が
と
ら
れ
、
欠
席
に
も
か
か
わ
ら
ず
判
決
が
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
を
見
た
。
立
法
は
、

(
邸
)

こ
う
し
た
個
別
の
先
行
事
例
を
一
般
化
し
、
同
様
の
手
順
で
進
ん
で
い
た
ナ
ポ
リ
王
訴
訟
の
法
的
基
礎
を
固
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
略

式
裁
判
の
手
法
は
当
時
の
教
会
法
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
教
会
分
野
と
皇
帝
支
配
の
聞
の
交
流
の
一
例
で
あ
る
。

第
二
の
立
法
は
、
近
年
ロ
ン
パ
ル
デ
ィ
ア
そ
の
他
イ
タ
リ
ア
各
地
の
臣
下
の
間
で
、
皇
帝
の
判
決
に
よ
る
断
罪
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
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号ι
詞岡

に
、
誰
を
帝
国
に
対
す
る
不
誠
実
者

zmainr
に
し
て
反
乱
者
同

so--2と
呼
ぶ
べ
き
か
疑
問
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
、
不
誠
実
者
・
反
乱

者
の
定
義
を
行
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
然
ま
た
は
隠
微
に
皇
帝
の
ぎ
ロ
ミ
に
対
し
て
不
誠
実
な
い
し
反
乱
の
行
い
を
し
、
皇
帝
と
帝
国
の

繁
栄
に
対
し
て
、
皇
帝
と
皇
帝
が
委
任
し
た
職
務
を
行
う
官
吏
に
対
し
て
反
乱
し
て
何
事
か
を
企
て
た
者
は
す
べ
て
皇
帝
と
帝
国
に
対
す
る

(
郎
)

反
乱
者
に
し
て
不
誠
実
者
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
反
乱
『

s
a
g
と
不
誠
実

5
E巴
g
が
併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
先

行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
に
お
け
る
大
逆
罪
と
封
臣
義
務
違
反
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ナ
ポ
リ
王
に

対
す
る
終
局
判
決
を
も
に
ら
ん
で
そ
れ
を
法
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

(
凶
)

つ
い
に
一
コ
二
三
年
四
月
二
六
日
、
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
終
局
判
決
が
下
さ
れ
、
有
罪
が
宣
告
さ
れ
る
。

判
決
は
、
冒
頭
で
裁
判
官
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
荘
重
に
述
べ
た
後
、
ま
ず
王
と
称
す
る
ロ
ベ
ル
ト
が
彼
が
保
持
し
あ
る
い
は
不
法
に
占
拠

(
問
)

し
て
い
る
帝
国
の
封
の
ゆ
え
に
服
従
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
と
帝
国
に
反
逆
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ナ
ポ
リ
王

と
の
レ

l
ン
関
係
が
、
中
間
判
決
で
の
文
脈
か
ら
も
抜
き
出
さ
れ
て
、
最
初
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
終
局
判
決
に
お
け
る
皇
帝
側
の

基
本
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
側
は
、
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト
を
、
王
国
の
支
配
者
で
は
な
く
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
伯
領
な
ど

こ
の
よ
う
な
措
置
を
経
た
上
で
、

を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
す
る
封
臣
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
彼
の
行
為
を
断
罪
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
有
罪
判
決
の
法

的
基
礎
が
存
す
る
。
こ
う
し
た
皇
帝
側
の
姿
勢
は
、
既
に
教
皇
の
休
戦
命
令
へ
の
第
二
の
異
議
で
示
さ
れ
て
い
た
態
度
と
一
致
す
る
も
の
で



あ
り
、
ま
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
他
の
大
逆
罪
訴
訟
に
お
い
て
レ

l
ン
制
な
ど
の
個
別
的
忠
誠
関
係
へ
の
違
背
が
大
逆
罪
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
見
て
き
た
我
々
に
と
っ
て
は
、
特
に
奇
異
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
延
長
上
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
判
決

は
引
き
続
い
て
、
ナ
ポ
リ
王
が
書
簡
で
皇
帝
戴
冠
な
ど
を
援
助
す
る
と
言
明
し
た
こ
と
に
反
し
て
、
反
乱
者
た
ち
を
支
援
し
、
帝
国
の
臣
下

を
反
乱
さ
せ
、
皇
帝
に
忠
誠
を
誓
っ
た
都
市
や
城
塞
を
占
拠
し
皇
帝
が
任
命
し
た
官
吏
を
追
放
し
た
こ
と
、
ロ
ー
マ
で
皇
帝
戴
冠
を
阻
止
し

(m) 

ょ
う
と
し
た
こ
と
、
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
皇
帝
が
、
特
に
恩
恵
と
し
て
調
査
と
召
喚
の
手
続
を
と
っ
た
に
も
か
か

(
印
)

わ
ら
ず
、
ナ
ポ
リ
王
が
出
頭
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
間
皇
帝
の
臣
下
を
攻
撃
す
る
な
ど
し
て
悪
行
を
重
ね
た
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
る
。
ナ
ポ
リ

王
は
平
和
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
乱
を
求
め
、
彼
の
行
為
は
皇
帝
と
帝
国
を
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
帝
国
の
状
態
に

(m) 

大
い
に
依
存
し
て
い
る
(
カ
ト
リ
ッ
ク
)
教
会
を
も
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
聖
地
の
回
復
を
も
遅
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
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の
部
分
で
は
、
帝
国
へ
の
反
逆
が
、
通
常
の
君
主
へ
の
反
逆
と
は
異
な
る
重
大
性
を
持
つ
と
い
う
意
識
が
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
全
体
と
の
関

連
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
普
遍
的
観
念
が
、
ナ
ポ
リ
王
の
処
罰
を
根
拠
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

(
印
)

よ
う
に
ナ
ポ
リ
王
の
非
行
と
不
服
従
を
確
認
し
た
後
、
判
決
は
、
各
種
の
制
裁
を
科
す
。
ロ
ベ
ル
ト
は
す
べ
て
の
称
号
、
支
配
、
財
産
を
没

(
問
)

収
さ
れ
、
追
放
と
さ
れ
る
、
そ
の
身
柄
が
皇
帝
側
の
手
に
落
ち
た
場
合
は
斬
首
さ
れ
る
。
ロ
ベ
ル
ト
に
援
助
を
与
え
る
こ
と
は
、
身
分
に
対

応
し
て
異
な
る
罰
金
で
も
っ
て
禁
止
さ
れ
、
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
債
務
支
払
い
も
禁
止
さ
れ
る
。
ロ
ベ
ル
ト
と
の
聞
の
す
べ
て
の
協
定
な
ど

は
無
効
と
さ
れ
る
。

ロ
ベ
ル
ト
に
仕
え
る
者
た
ち
に
は
二
か
月
の
猶
予
期
間
の
う
ち
に
奉
仕
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

制
裁
も
、
先
行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
死
刑
と
い
う
苛
酷
な
刑
罰
も
、
前
述
の
テ
オ
パ
ル
ド
ら
の
例
を
考
え

iヒi去56(2・25)541

れ
ば
、
必
ず
し
も
奇
異
で
は
な
い
。
ロ
ベ
ル
ト
は
彼
ら
と
同
様
、
個
別
的
な
忠
誠
関
係
に
違
反
し
て
反
乱
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
訴
訟
を
詳
し
く
見
て
き
た
が
、
確
か
に
こ
の
時
期
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
側
の
皇
帝
理
念
の
高
揚
を



説

う
か
が
わ
せ
る
文
言
が
史
料
に
現
れ
る
の
は
事
実
で
あ
り
、
ま
た
訴
訟
手
続
は
ま
す
ま
す
略
式
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し

論

な
が
ら
、
帝
国
の
境
界
を
意
識
し
て
訴
訟
を
開
始
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

あ
る
と
い
う
理
念
に
無
条
件
に
よ
り
か
か
っ
て
訴
訟
を
進
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
実
際
に
訴
訟
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
に
手
順

ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
そ
の
側
近
た
ち
は
皇
帝
が
全
人
類
の
君
主
で

北法56(2・26)542

を
踏
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
大
逆
罪
訴
訟
の
慎
重
な
取
り
扱
い
方
自
体
は
、
ナ
ポ
リ
王
以
前
の
訴
訟
で
既
に
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

我
々
は
そ
こ
に
連
続
す
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
実
体
面
に
お
い
て
も
、
終
局
判
決
に
お
い
て
処
罰
の
基
礎
と
し
て
前
面

に
出
て
き
た
の
は
、
皇
帝
と
ロ
ベ
ル
ト
と
の
聞
の
レ

i
ン
関
係
で
あ
っ
た
。
前
章
に
お
い
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
進
め
た
他
の
大
逆
罪
訴
訟
を
検

討
し
、
そ
こ
で
大
逆
罪
が
支
配
者
と
の
個
別
的
関
係
に
依
拠
し
て
確
立
さ
れ
た
平
和
へ
の
攻
撃
を
中
核
と
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
見
て
き
た
我
々
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
突
飛
な
構
成
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
前
か
ら
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
宮
廷
が
持
つ

て
い
た
大
逆
罪
理
解
を
基
礎
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
.
訴
訟
の
反
響

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
終
局
判
決
に
ま
で
進
め
た
ナ
ポ
リ
王
に
対
す
る
訴
訟
は
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
直
接
的
な
政
治
的
反
応
と
し
て
は
、

(
以
)

教

皇

が

、

フ

ラ

ン

ス

王

の

要

請

を

も

受

け

て

、

ロ

ベ

ル

ト

の

王

国

へ

の

攻

撃

を

禁

止

し

、

禁

を

破

る

者

を

破

(

何

回

)

門
で
も
っ
て
威
嚇
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
一
一
二
三
年
六
月
一
一
一
日
に
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
七
月
四
日
、
異
議
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
教
皇
庁
へ
書
簡
を
送
り
、
自
分

(
川
)

の
行
動
が
教
会
に
害
を
与
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
。
更
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
結
果
的
に
最
後
に
な
る
使
節
団
を
教
皇
庁
に
派
遣

(

印

)

(

問

)

し
教
皇
の
説
得
を
図
っ
た
が
実
を
結
ば
ず
、
教
皇
は
九
月
六
日
に
改
め
て
、
ロ
ベ
ル
ト
の
王
国
を
攻
撃
す
る
者
た
ち
を
訴
追
し
た
。
教
皇
は

ロ
ベ
ル
ト
が
教
会
の
封
臣
で
あ
り
、
そ
の
王
国
が
教
会
の
封
で
あ
る
こ
と
を
禁
止
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
か
か
る
教
皇
の
態
度
は
実
質
的



(
印
)

に
は
世
俗
事
項
に
関
し
て
も
支
配
権
を
主
張
し
、
教
皇
を
世
俗
君
主
の
上
位
に
位
置
す
る
審
級
と
す
る
も
の
と
=
=

ヒ
七
世
が
死
去
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
対
立
の
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

皇
帝
宮
廷
、
教
皇
庁
、
各
国
宮
廷
の
政
治
的
・
外
交
的
活
動
は
、
同
時
に
学
識
法
的
な
論
拠
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
現
象
は
、

も
ち
ろ
ん
皇
帝
側
が
訴
訟
と
い
う
法
的
手
段
を
採
用
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
の
「
法
(
凶
)

学
化
」
を
如
実
に
一
不
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
皇
帝
側
、
ナ
ポ
リ
王
・
教
皇
側
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
多
く
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
訴
訟
と
同
時
期
な
い
し
訴
訟
の
直
後
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
文
書
の
中
か
ら
我
々
の
テ
l
マ
に
関
係
す
る
内
容
を
拾
っ
て
み
よ

、つ/。
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(

出

)

(

問

)

皇
帝
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
シ
チ
リ
ア
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
宮
廷
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
覚
書
で
あ
る
。

法
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ア
ル

l
ソ

z
z
s
g
号
内
包
〈

R
z
g
に
よ
っ
て
一
一
一
一
一
一
一
年
夏
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て

い
る
。
覚
書
は
、
教
会
の
分
野
と
世
俗
の
分
野
を
厳
然
と
区
別
し
て
、
教
皇
の
休
戦
命
令
権
を
否
定
し
、
そ
う
し
た
権
限
は
皇
帝
に
の
み
属

す
る
も
の
と
す
る
。
皇
帝
が
教
皇
に
封
臣
誓
約
を
な
し
た
と
す
る
見
解
は
否
定
さ
れ
る
。
皇
帝
が
休
戦
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
破
門
さ
れ

(
凶
)

る
と
す
れ
ば
、
ロ

l
マ
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
大
逆
罪
の
犯
行
を
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
る
。
更
に
、
覚
書

は
、
皇
帝
が
ナ
ポ
リ
王
を
攻
撃
し
う
る
の
は
、
相
手
が
大
逆
罪
を
犯
し
そ
の
財
産
が
国
庫
に
没
収
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
封

(
川
出
)

臣
義
務
違
反
(
フ
エ
ロ
ニ

l
)
を
犯
し
た
た
め
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
フ
エ
ロ
ニ

l
は
大
逆
罪
と
融
合
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
論
理
か
ら
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
全
世
界
は
皇
帝
の
も
の
で
あ
る
か
ら

(
附
)

ロ
ベ
ル
ト
の
王
国
と
シ
チ
リ
ア
烏
も
帝
国
に
由
来
す
る
レ

l
ン
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
覚
書
は
、

皇
帝
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
皇
帝
の
世
界
支
配
の
観
念
を
前
面
に
押
し
出
し
て
そ
の
実
際
的
帰
結
を
導
く
点
で
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
皇
帝
宮
廷
の
立
場
と
は
か
な
り
異
な
る
見
解
を
示
す
も
の
と
呈
一
守
え
る
。

北法56(2・27)543



説

上
述
の
覚
書
が
皇
帝
宮
廷
以
上
に
皇
帝
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
の
は
ナ
ポ
リ
王
宮
廷
に
由
来
す
る
文
書
で
あ
る
。

(
財
)

教
皇
に
よ
る
休
戦
命
令
、
ロ
ベ
ル
ト
に
対
す
る
有
罪
判
決
、
皇
帝
の
死
去
、
に
時
期
的
に
対
応
し
て
、
三
通
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
第

一
の
文
書
で
は
、
皇
帝
が
教
皇
に
対
し
て
封
臣
宣
誓
を
行
っ
た
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
、
教
皇
の
封
臣
た
る
皇
帝
が
教
皇
の
封
で
あ
る
王

国
を
攻
撃
す
る
の
は
封
臣
義
務
に
反
す
る
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
皇
帝
と
ナ
ポ
リ
王
の
聞
の
レ

l
ン
関
係
に
つ
い
て
は
、
ロ
ベ
ル
ト

北i去56(2・28)544

論

が
使
者
を
送
っ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
封
臣
宣
誓
を
行
お
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

(
川
)

よ
っ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
方
が
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ナ
ポ
リ
王
側
も
本
来
レ

l
ン
関
係
が
存
在
す
る
こ
と

は
承
認
す
る
が
、
皇
帝
側
の
拒
絶
を
持
ち
出
し
て
そ
の
無
力
化
を
図
る
わ
け
で
あ
る
。
完
全
な
形
で
は
伝
わ
ら
な
い
第
二
の
文
書
は
、
ナ
ポ

リ
王
の
行
為
が
大
逆
罪
に
当
た
る
と
い
う
見
解
を
論
駁
す
る
。
そ
も
そ
も
現
存
す
る
帝
国
は
古
い
ロ

l
マ
帝
国
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

-n凶

B
m
E
に
よ
っ
て
ロ

l
マ
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
た
支
配
権
は
、
そ
の
後
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
寄
進
に
よ
っ
て
教
皇
に
移
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
現
在
の
皇
帝
に
対
す
る
反
抗
は
大
逆
罪
を
構
成
し
な
い
。
文
書
は
同
時
に
や
は
り
ロ

l
マ
法
的
な
大
逆
罪
理
解
と
レ

I
ン
制
度
の
混
合
を

つ
ま
り
、
封
臣
は
ま
ず
そ
の
主
君
を
殺
害
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
が
、
ナ
ポ
リ
王
の
行
為
は
帝
国
の

F
2
2
に
対
す
る

(叩

a)

も
の
で
あ
っ
て
君
主
の
殺
害
を
謀
っ
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
誓
約
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
の
文
書
は
、
反
帝
国
的
主
張
を

(
川
町
)

極
限
ま
で
突
き
詰
め
る
。
帝
国
は
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
悪
で
あ
る
。
歴
代
の
皇
帝
は
悪
行
を
重
ね
、
自
ら
教
皇
の
上
位
に
立
と
う
と
し
て
き

た
が
、
こ
れ
は
到
底
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
各
国
の
国
王
は
ベ

l
メ
ン
王
を
除
い
て
皇
帝
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
持
つ
べ
き
で
あ

(

則

)

(

川

a)

る
。
今
や
ド
イ
ツ
人
が
ド
イ
ツ
王
を
選
挙
す
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
の
主
張
は
、
皇
帝
権
と
ド
イ
ツ
の
王
位
が
不

可
分
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
れ
に
敵
対
す
る
側
も
認
め
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
点
で
興
味
深
い
が
、
全
体
と
し
て
急
進
的
な

帝
国
否
定
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
時
代
の
議
論
全
体
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
主
張
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
説
で
あ
っ
て
、
他

の
論
者
は
皇
帝
権
に
批
判
的
な
場
合
で
も
こ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

も
示
し
て
い
る
。



こ
れ
に
対
し
て
教
皇
庁
な
い
し
そ
の
周
辺
か
ら
も
い
く
つ
か
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
二
つ
は
、
お
そ
ら
く
皇
帝
が
ア
ヴ
イ

(
問
)

ニ
ヨ
ン
に
送
っ
た
最
後
の
使
節
団
の
到
着
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
前
に
教
皇
庁
で
作
成
さ
れ
た
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
回
答
と
し

(

出

)

(

印

)

て
法
学
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
文
書
は
、
教
会
法
・
ロ

l
マ
法
を
数
多
く
論
拠
と
し
て
引
き
な
が
ら
、
皇

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
教
皇
に
対
し
て
し
た
宣
誓
は
封
臣
宣
誓
で
あ
る
と
見
な
し
、
教
皇
権
が
皇
帝
権
よ
り
上
位

帝
側
の
立
場
を
否
定
し
て
い
く
。

に
あ
る
と
し
て
そ
の
休
戦
命
令
を
も
肯
定
す
る
。
教
皇
は
皇
帝
か
ら
ロ
ベ
ル
ト
の
王
国
を
攻
撃
し
な
い
と
い
う
誓
約
を
要
求
す
る
こ
と
も
で

き
る
し
、
皇
帝
に
ロ

l
マ
市
滞
在
を
禁
止
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
教
皇
が
反
乱
者
の
鎮
圧
に
援
助
を
与
え
な
か
っ
た
と
す
る
皇
帝
側
の
非
難

が
論
駁
さ
れ
、
ナ
ポ
リ
王
が
自
ら
の
王
国
か
ら
ト
ス
カ
i
ナ
な
ど
へ
支
援
を
与
え
た
と
し
て
も
、
皇
帝
が
王
国
を
攻
撃
す
る
の
は
不
当
で
あ

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

る
と
さ
れ
る
。
ナ
ポ
リ
王
の
王
位
な
ど
を
剥
奪
し
た
皇
帝
の
判
決
も
効
力
を
否
定
さ
れ
、
皇
帝
が
教
皇
の
命
令
に
反
し
て
行
動
す
る
な
ら
ば

教
皇
が
威
嚇
と
し
て
示
し
た
制
裁
を
科
す
こ
と
も
で
き
る
。
我
々
が
既
に
見
た
よ
う
な
皇
帝
側
の
訴
追
論
理
と
の
関
係
で
は
、
文
書
は
、
ロ

ベ
ル
ト
の
帝
国
封
臣
と
し
て
の
側
面
と
国
王
と
し
て
の
側
面
を
区
別
す
る
。
王
国
に
つ
い
て
は
ロ
ベ
ル
ト
は
皇
帝
の
封
臣
で
は
な
い
か
ら
こ

(
問
)

の
面
で
は
両
者
の
対
立
は
主
君
と
封
臣
の
対
立
で
は
な
い
。
文
書
は
ま
た
、
フ
エ
ロ
ニ
!
と
大
逆
罪
を
区
別
し
て
理
解
す
る
。
皇
帝
が
ロ
ベ

ル
ト
を
フ
エ
ロ
ニ
l
の
か
ど
で
訴
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
帝
国
レ
l
ン
が
没
収
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
封
臣
仲
間
の
裁
判
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
訴
訟
は
そ
う
で
な
く
大
逆
罪
の
か
ど
で
行
わ
れ

F
8
2
や
地
位
の
剥
奪
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大

(
以
)

逆
罪
が
理
由
で
あ
れ
ば
教
皇
が
国
王
の
正
規
の
裁
判
官
で
あ
り
、
教
皇
の
も
と
へ
の
訴
え
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二

の
文
書
は
、
主
に
聖
書
の
箇
所
を
引
照
し
つ
つ
、
教
皇
に
至
高
の
地
位
を
認
め
、
皇
帝
も
ナ
ポ
リ
王
も
と
も
に
教
皇
の
封
臣
で
あ
る
と
し
て
、

(
防
)

教
皇
の
裁
定
権
を
主
張
す
る
。

jヒ1去56(2.29)545

更
に
教
皇
庁
の
周
辺
か
ら
は
、
皇
帝
死
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
文
書
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
皇
帝
の
死
後
も
、
皇
帝
が
下
し
た
判
決

(
別
)

を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
、
教
皇
庁
は
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
通
は
当
時
教
皇
庁
に
い
た
法
学
者
オ
ル
ド



説

(
日
)

ラ
ド
ゥ
ス
・
デ
・
ポ
ン
テ

2
s
g岳
山
庁
間

Mgg
の
鑑
定
意
見
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
教
皇
庁
か
ら
の
諮
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
鑑
定
は
、

冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
七
つ
の
疑
問
に
対
し
て
、
教
会
法
‘
ロ

l
マ
法
の
典
拠
を
引
き
つ
つ
比
較
的
簡
潔
に
回
答
し
て
い
く
。
最
初
の
四
つ
の

王子ρ、
日開

疑
問
は
ロ
ベ
ル
ト
召
喚
の
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
被
告
の
防
御
の
権
利
は
自
然
法
上
の
権
利
と
さ
れ
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
皇
帝

に
よ
っ
て
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
我
々
の
テ

l
マ
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
帝
国
の
境
界
内
部
に
居
所
を
有
し
な
い
ナ

(

山

川

)

ポ
リ
王
が
、
フ
エ
ロ
ニ

l
を
犯
し
う
る
こ
と
は
明
か
だ
が
、
果
た
し
て
大
逆
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
う
第
六
の
問
題
に
対
す
る
答

え
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
フ
エ
ロ
ニ
!
と
大
逆
罪
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
帝
国
の
外
に
居
所
を
持
つ
ロ
ベ
ル
ト
が
皇
帝
に
対
し
て
大
逆
罪
を

犯
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
逆
罪
と
は
よ
り
高
次
の
権
力
を
侵
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
皇
帝
の
権
力
は
ロ
ベ
ル
ト
の
そ
れ
よ
り
高
次

と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
両
者
の
聞
に
レ

l
ン
関
係
が
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
理
由
に
な
ら
な
い
。
封
は
主
君
に
封
臣
に
対
す
る

(
m
m
)
 

吉
宮

5
5を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー
ン
関
係
は
こ
者
間
の
契
約
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
大
逆
罪
と
封
臣
義
務
違
反

は
、
先
述
の
文
書
に
お
け
る
よ
う
に
単
に
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
は
っ
き
り
法
的
性
質
を
異
に
す
る
非
行
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
そ
の
宮
廷
が
両
旨
を
連
続
的
・
融
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
切
断
の
論
理
が
こ
こ
で
最

も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
文
書
は
よ
り
長
大
で
あ
る
が
、
多
く
の
点
で
オ
ル
ド
ラ
ド
ゥ
ス
の
鑑
定
と
意
見
を
同
じ
く

し
て
お
り
、
ロ
ベ
ル
ト
と
帝
国
の
問
の
レ

l
ン
関
係
は
帝
国
の
外
に
あ
る
王
固
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
帝
国
の
外
に
居
所
を
持
つ
ロ
ベ

(

山

川

)

ル
ト
が
皇
帝
に
対
し
て
大
逆
罪
を
犯
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
論
じ
て
い
る
。

(
出
)

こ
の
よ
う
な
鑑
定
意
見
を
背
景
に
、
教
皇
庁
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
ナ
ポ
リ
王
訴
訟
と
判
決
の
効
力
を
公
式
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
教
皇

立
法

F
E
E
-
m
g
g
は
、
オ
ル
ド
ラ
ド
ゥ
ス
の
鑑
定
と
先
行
す
る
時
期
の
法
学
的
鑑
定
に
主
に
依
拠
し
て
、
訴
訟
と
判
決
を
無
効
と
宣
言

(
問
)

し
た
。
ロ
ベ
ル
ト
が
皇
帝
か
ら
レ

l
ン
を
得
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
ロ
ベ
ル
ト
の
居
所
は
帝
国
の
境
界
の
外
に
あ
り
、
ま
た
ロ
ベ
ル
ト

は
教
皇
の
封
臣
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ロ
ベ
ル
ト
は
皇
帝
に
よ
っ
て
召
喚
さ
れ
え
な
い
。
加
え
て
、

ロ
ベ
ル
ト
は
自
然
法
上
認
め
ら
れ
た

北法56(2・30)546



防
御
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
皇
帝
の
判
決
を
破
棄
す
る
理
由
と
な
る
。
更
に
別
の
教
皇
立
法
∞
お
宮
は
、
略
式
手
続

で
正
規
の
手
続
の
ど
の
部
分
が
省
略
で
き
、
ど
の
部
分
が
で
き
な
い
か
を
、
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

半
世
紀
以
上
続
い
た
皇
帝
不
在
の
後
、
イ
タ
リ
ア
に
現
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
は
、
各
地
の
党
派
対
立
か
ら
超
然
と
し
た
中
立
的
な
仲
裁

皇帝ハインリヒ七世とナポリ王ロベルトの訴訟

者
と
し
て
平
和
の
回
復
に
努
め
、
そ
れ
を
通
じ
て
帝
国
の
イ
タ
リ
ア
支
配
体
制
を
再
建
し
よ
う
と
試
み
た
。
た
だ
ち
に
表
面
化
し
た
反
抗
に
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
大
逆
罪
と
い
う
ロ

l
マ
法
上
の
武
器
で
対
処
し
た
が
、
そ
こ
で
の
大
逆
罪
理
解
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
平
和
回
復
活
動
が
個
別

的
な
同
意
と
服
従
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
も
反
映
し
て
、
レ
ー
ン
制
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
的
忠
誠
関
係
の
侵
害
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
大
逆
罪
理
解
に
も
と
づ
き
、
ま
た
先
行
す
る
大
逆
罪
訴
訟
に
見
ら
れ
た
慎
重
な
取
扱
い
を
踏
襲
し
つ
つ
、
ナ

ポ
リ
王
に
対
す
る
訴
訟
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
普
遍
的
皇
帝
支
配
の
主
張
に
も
と
づ
く
も
の
で

は
な
く
、
皇
帝
と
ロ
ベ
ル
ト
と
の
聞
の
レ

l
ン
関
係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
無
理
な
く
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

元
来
、
中
世
の
皇
帝
権
は
高
次
の
権
威

2
2
2
5閣
で
あ
り
、
位
当
広
三
目
で
は
あ
っ
て
も
、
他
の
国
王
に
優
位
す
る
よ
う
な
法
的
権
限
を

(
附
)

ほ
と
ん
ど
も
た
ら
さ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
以
前
の
皇
帝
た
ち
も
、
皇
帝
の
地
位
が
他
の
国
王
た
ち
よ
り
も
高
貴
に
し
て

重
要
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
表
明
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
現
実
政
治
の
場
面
で
他
の
国
王
た
ち
に
対
す
る
命
令
権
や
裁
判
権
を
行
使
し
た

り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
試
み
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
ら
前
期
シ
ユ
タ
ウ
フ
ァ

l
の
皇

(
山
川
)

帝
た
ち
は
、
他
の
国
王
た
ち
と
対
等
な
同
盟
関
係
を
結
ぶ
政
策
を
採
っ
て
い
た
。
後
期
シ
ユ
タ
ウ
フ
ァ

l
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
も
皇
帝
理

北法56(2・311547



説

(
陥
)

念
の
昂
進
を
見
せ
る
一
方
で
、
他
の
国
王
た
ち
と
の
関
係
で
は
、
世
俗
君
主
の
聞
の
連
帯
を
重
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

行
動
も
、
そ
う
し
た
先
行
す
る
皇
帝
た
ち
の
姿
勢
と
そ
の
点
で
は
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
皇
帝
権

自命

の

E
2
2
5
な
り
者
C
丘
四
な
り
が
、
帝
国
の
境
界
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
か
、
特
に
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
支
配
者
が

皇
帝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
国
制
に
い
か
な
る
特
色
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
今
後
の
課

題
と
し
て
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
レ

1
ン
制
と
融
合
し
た
大
逆
罪
理
解
は
、
対
立
す
る
陣
営
の
法
学
者
た
ち
か
ら
鋭
い
批
判
を
受
け
た
。
し
か

し
、
ロ

i
マ
法
理
解
と
し
て
の
正
し
さ
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
大
逆
罪
理
解
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
の
統
治
活
動
の
性
質
に
対
応
し
て
お

も
ち
ろ
ん
、

り
、
そ
の
意
味
で
現
実
的
な
基
礎
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
大
逆
罪
理
解
と
そ
れ

に
基
づ
く
訴
訟
は
、

ロ
ー
マ
法
か
ら
受
け
継
が
れ
た
遺
産
が
中
世
的
変
容
を
蒙
り
つ
つ
機
能
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
一
つ
の
事
例
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
活
動
の
法
的
効
果
は
、
彼
の
早
死
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
進
め
た
訴
訟
に
よ
っ
て
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
フ
イ
レ
ン
ツ
エ
な
ど
の
諸
都
市
は
、
有
罪
判
決
を
無
効
に
し
て

(
山
間
)

も
ら
う
た
め
、
数
十
年
後
に
な
っ
て
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
孫
カ

l
ル
四
世
に
、
巨
額
の
費
用
を
支
払
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

は
な
か
っ
た
。

(
1
)
当
時
南
イ
タ
リ
ア
の
半
島
部
を
支
配
し
て
い
た
ア
ン
ジ
ュ

l
家
の
ロ
ベ
ル
ト
は
「
シ
チ
リ
ア
王
『
四
回
∞

E
z
n」
の
タ
イ
ト
ル
を
用
い
て
い
た
が
、

シ
チ
リ
ア
島
は
ア
ラ
ゴ
ン
王
家
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
支
配
下
に
あ
り
、
こ
ち
ら
は
シ
チ
リ
ア
島
の
古
名
に
由
来
す
る
「
ト
リ
ナ
ク
リ
ア
王

B
H

4
ユ
ロ
忠
ユ
目
」
の
称
号
を
用
い
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
当
時
の
実
際
の
支
配
関
係
と
現
代
の
文
献
の
慣
行
に
従
い
、
ロ
ベ
ル
ト
を
「
ナ
ポ
リ
王
」
、

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
を
「
シ
チ
リ
ア
王
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

(2)
ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
一
般
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
、

E
E
E
F
白
内
国
首
巴
自
・
内
自
角
田
2
5
n
E
〈
回
よ
回
目
出
ア
い

Y
C
E
N
Z
E
F
S官
広
三
巴
品
4
3
M∞・

(
注
を
省
略
し
た
ヴ
ァ

l
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
-
U

・∞
nzz巴
umm・
-
ハ
包
括
『
出
2
3
n
F
〈ロ

-
U
S
E
E
M
S唱∞
g同加盟
3
h
F
C
2
0
呂
志
切
出
y
g
E
3
3
)・以
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ドーE;'n;匪tij副田!1ム..(1ν!と小)'Herbert GRUNDMANN， Wahlkonigtum， Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. und 14. 
lahrhundert (1198-1378)， in: DERS (hg.)， Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte， Bd.1， Stuttgart 1970， S.505-517， Heinz 

THOMAS， Deutsche Geschichte des Spatmittelalters 1250-1500， Stuttgart u.a. 1983， S.131-152， Carl D. DIETMAR， Heinrich VIl. Graf von 

Luxemburg， romischer Konig und Kaiser， in: Franz-losef HEYEN (hg.)， Balduin von Luxemburg， Mainz 1985， S.43-53， Hartmut 

BOOCKMANN， Heinrich VII. 1308-1313， in: Helmut BEUMANN (hg.)， Kaisergestalten des Mittelalters， 3.Aufl.， Munchen 1991， 

S.240-256. Peter THORAU， Heinrich VII. (1308-1313)， in: Bernd SCHNEIDMuLLER und Stefan WEINFURTER (hg.) Die deutschen 

H巴町民herdes MittelaIters， Historische Portraits von Heinrich 1. bis Maximilian 1. (919-1519)， Munchen 2003， S.381-392 

(的)Walter ULLMANN， The Development of the Medieval Idea of Sovereignty， in: English Historical Review 6 (1949)， S.I-33， (Auch in: 

DERS.， Law and lurisdiction in the Middle Ages， London 1988)， Walter ULLMANN， A History of Political Thought: The Middle Ages， 

1965， S.195ff. 

(司)~トE;'終判早J\\I1U再建令子。惚定ぽE;'選， Helmut QUARITSCH， Staat und Souveranit語t.Bd.l: Die Grundlagen， Frankfurt a.M. 1970， 

S.83ff. .4J.jf総魚堕墜:。

( 由 ) Helmut G. WAL口，THE回R，Impμ巴riale岱sKo伽n凶i泡gtωum瓜n札， Kon凹zilia叩r吋ismusund Volkssouvera証沿如n山1

Souver詰nit証tsgedankens丸，1¥加lIunchen1976， S.218f. 

(<D) H‘G. W AL THER， a.a.O.， S.213. 

(ト)Kenneth PENNINGTON， The Prince and the Law， 1200-1600， Berkeley u.a. 1993， S.165-201.やE;'!駁提出雲よJ....Jい， DERS.， Henry VII 

and Robert of Naples， in: lurgen MIETHKE (hg.)， Das Publikum politischer Theorie im 14. lahrhundert， Munchen 1992， S.81-92. 

(∞) K.PENNINGTON， The Prince， S.165f.例記， loseph CANNING， A history of Medieval Political Thought 300-1450， London 1996， 

S.l65f. ..，.，-i¥急医。

( 0>) H.GRVNDMANN， a.a.O.， S.512， H.THOMAS， a.a.O.， S.150， David ABULAFIA， The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500. The 

Struggle for Dominion， LondonJNew York 1997， S.133-137， Samantha KELLY， The New Solomon. Robert of Naples (1309-1343) and 

Fourteenth-Century Kingship， LeidenIBoston 2003， S.194-204 

(ヨ)~入 iトE;'t(E回線斗::E....J ν 士主総~E;'眠!と盟主張氏:長時tZ'~' 14- 1足早J 当時J与~~~妥ε緊
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(コ)F.SCHNEIDER， a.a.O. 

(ロ)H.BOOCKMANN， a.a.O.， S.253ff. Thomas GROSS， Heinrich VIl. und der Schweizer Raum， in: Friedrich Bernward FAHLBUSCH u. Peter 

JOHANEK (hg.)， Studia Luxemburgensia. Festschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag， Warendorf 1989， S.I-18， Maria E1isabeth FRANKE， 

Kaiser Heinrich VII. im Spiege1 der Historiographie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgew証hlter

Geschichtsschreiber der ersten H証lftedes 14. Jahrhunderts， Ko1n u.a. 1992， S.9ff， 315ff. P. THORAU a.a.O.民主!..11Ilトv 会♂ IJ 小-"-:.!~-l々

削除Jν エ-:.!~.g記入)-"ν ， Karl Leopold HITZFELD， Studien zu den religiosen und politischen Anschauungen Friedrichs IlI. von 

Sizilien， Berlin 1950， S.38-54.制点v 回ト+l~:t:!握 e 三、「入ひム):失事~m持~~望感訳語緑化J [)j封:::iE-"-:.! I J心!..10エν士主， Klaus 
KLEFlSCH， Kais巴rHeinrich VII. als Graf von Luxemburg， Bonn 1971. 

(口)吾誕選寮Qトもひト似!..1。ェν当， Werner GOEZ， Geschicht巴Italiensin Mittelalter und Renaissance， 3.Aufl.， Darrnstadt 1988， 
S.159ff.， Alfred HA VERKAMP， Italien im hohen und sp証tenMittelalter， in: Theodor SCHlEDER (hg.)， Handbuch der Europaischen 

Geschichte， Bd.2: Europa im Hoch-und Sp証tmittelalter，Stuttgart 1987， S.628ff.， John LARNER， Italy in the Age of Dante and Petrarch 

1216-1380， London and New York 1980， Giovanni TABACCO， The Struggl巴forPower in Medieval Italy. Structures of political rule， 

Cambridge 1989. 

(~) Jacob SCHWALM (hg.)， Monumenta Germaniae Historica， Legum Sectio IV.， Constitutio日巴set acta publica imperatorum et regum， 

Tomus IV.， Pars 1汁 Hannover-Leipzig1906， (ND Hannover 1981)， (~ト， Const.， 4， 1 AJ笹十)Nr.306.“...， qualiter evulsis 

simultatum et tribulacionum ho汀oribusvobis et aliis civitatibus et felicibus imperii populis in partibus Italie desiderate quietis comodum 

preparemus." William M. BOWSKY， Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State， 1310-1313， LincolnIN巴braska1960， 

S.21 f.， Roland PAULER， Die deutschen Konige und Italien im 14.Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV.， Darrnstadt 1997， S.51. 

(巳)Const， 4， 1， Nr.312， R.PAULER， ebenda. 'J QAJo¥¥eJ Q駆栴Q小""Ql-<士~~J塑 EγBassianus de Guaciis (doctor legum)や崎玲。

や.;q' 之、入~~-\l全lAJ 'Þ吋 '1キトヤトム)Q~~ !..1 0 エ ν当， Manfred HELLMANN， Kaiser Heinrich VII. und Venedig， in: 

Historisches Jahrbuch 76 (1957)， S.15-33. 

(ヨ)Jacob SCHWALM (hg.)， Monumenta Germaniae Historica， Legum Sectio IV.， Const山 tioneset acta publica imperatorum et regum， 

濡

乱軍
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Alphons LHOTSKY， Geschichte 

Tomus 111.， Hannover-Leipzig 1904-1906， (ND Hannover 1980)， (~\ι ， Const.，3ょ1智令)Nr.505， W.M.BOWSKY， ebenda. 

(口)Harald DICKERHOF， Friede als Herrschaftslegitimatωn in der italienischen Politik des 13. Jahrhunderts， in: Archiv fur Kulturgeschichte 

59 (1977)， S.366-389. 

(~) H.DICKERHOF， a.a.O.， S.383f. 1 111 1 0祉にrn::G'之、「入子ムJ-iJ主!ぼ制E紐¥':-'緩叫tiミャ，¥::--.¥.1ωRegispacifici imitator ..lJgj;-b' 

之、ャ入子ムJ~吋ト.(l!'ト長田県警 ê1~泣い時誕生t<"\l<J 1\E-..Jドエト。 o Const.， 4， 1， Nr.390， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.45.例記， R.PAULER， 

a.a.O.， S.50. 

(~) F.SCHNEIDER， a.a.O. (組N)，S.81， 89， Fritz TRAUTZ， Die Reichsgewalt in Italien im Sp託tmittelalter，in: Heidelberger Jahrbucher 7 

(1963)， S.55f 

(日)R.PAULER， a.a.O.， S.56-66， 69-75. 

(お)Const.， 4， 1， Nr.471， 472， 475. F.SCHNEIDER， a.a.O. (:出N)，S.90ff.， W.M.BOWSKY， a.a.O. (:出ヱ)， S.61ff.， R.PAULER， a.a.O. (知

ヨ)， S.56-59. 

(~) Const.， 4， 1， Nr.507引 2，W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.78ff.， R.PAULER， a.a.O.， S.66. 

(~)志吋当， '1:' f-¥会、トf-¥"::--e1.¥4:':士尚之、「入=へムJU吋。走縦U(¥エν，Const.，4， 1 ，Nr.488，Const.，4，2， (:出足)Nr.1277，
BOWSKY， a.a.O.， S.73f. ロ入て弐 fトヤト惚鴇1EU勾合時砕石三G'剖く f宅1 .l(J~U (¥エいさ， W.M.BOWSKY， S.86ff. 

(お)W.M.BOWSKY， a.a.O. (制式)， S.58， 83. I J小..J{.!三子入 P ムJG'賄事訴さ'区宮ピG'':;'"V'(\~G'~認制似葉、ρ手記草案キホ令.(l..lJI Jぐや時

時。 F.SCHNEIDER，a.a.O. (:I;t! N) ， S.89f.， R.PAULER， a.a.O. (:I;t!:::::) ， S.59. 

(~) R.PAULER，a.a.0.，S.78. 

(自)W.M.BoWSKY， a.a.O.， S.65， 91， 106.IJ小..J{.!躯餐州国G'!Ul州E込必飼い時川 lト¥G'~\l5 G'~回l lH相会6隣国よj化6 (' {.!..lJや'ペ♂4二時

リムJU(¥エν，W.M.BOWSKY， a.a.O吋 S.97，R.PAULER， a.a.O.， S.75. 
(お)トミミトムムjムG'聖母m(;\よJ~U Ii3:寝..J{.!~m(巡{'!-t0斗ム"1Il'.(l困州艇制aG' Wm:断よj槌摺U(¥エν+11'
Osterreichs seit der Mitte des 13. Jahrhunderts (1281-1358)， Wien 1967， S.154ff. 

(~) Const.4，1，Nr.323， Ute RODEL (bearb.)， Die Z巴itAdolfs von Nassau Albrechts 1. von Habsburg Heinrichs VI1. von Luxemburg 

1292-1313， (Urkundenregesten zur Tatigkeit des deutschen Konigs-und Hofgerichts bis 1451， Bd.4)， Koln u.a. 1992， Nr.428 
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(自) ロート潟4くく川モト G-t<端献区~組在ムJ ....:l ν 昭和崎'2:-♂高二時 G 士主， D.48.3.， C.9.8. {:ポJJ'P嶋崎。

(g) Emst SCHUBERT， Konig und Reich. Studien zur sp託tmittelalterlichendeutschen Verfassungsgeschichte， G仇tingen1979， S.140. 
(お)長期眠法|起!.l(¥ニνさ， Rolf L!EBERWIRTH， Art.Crimen laesae maiestatis (Majest託tsv巴rbrechen)，in: Handwort巴rbuchzur 
deutschen Rechtsgeschichte， Bd.1 ，Berlin 1971， Sp.648-651， A.CA V ANNA， Art. Majestatsverbrechen， in: L口ikondes Mittelalters，Bd.6， 

Munchen 1993， Sp.148-150， Rudolf HIS， Das Strafrecht des deutschen Mittelalters， Teil 2， Weimar 1935 (ND Aalen 1964)， S.30ff.， 

Jeω-Marie CARBASSE， Histoire du droit penal et de lajustice criminelle， Paris 2000， S.54f刊297ff.，toピロ-iγLよ兵士トZl-t<制昧:1(¥:;'
ν士主， Theodor MOMMSEN， Romisch巴sStrafrecht， Leipzig 1899 (ND Aa1en 1990)， S.537ff.， O.F.ROBINSON， The Criminal Law of 
Ancient Rome， Baltimore 1995， S.74ff. to;l;::':*窓会♂壬主l尽震 G医者~:1(\エ ν~' Jurgen WEITZEL， Das M司jest託tsverbrechen

zwischen romischer Spatantike und frankischem Mittelalter， in: DERS (hg.)， Hoheitliches Strafen in der Spatantike und im fruhen 

Mittelalter， Koln u.a. 2002， S.47-83. 

(~) ~い-G::<-ヤト同様豊GψょJ 'P G -t<捌EIl#; G 幽以!.l(\エ νさ， E.SCHUBERT， a.a.O. e記号)， S.139f王
(沼)Ludwig WEILAND (hg.)， Monumenta Germania巴Historica，Legum sectio IV.， Constitutiones et acta publica imperatorum et regum， 

Tomus 11.， Hannover 1896， Nr.l96， c.24，“Item quicumqu巴inpetiturab alio provocatus ad duellum pro crimine lese mai巴statJs，tamquam 

consilio vel auxilio contra nos aut imperium aliquid attemptaverit factiosum， si legitimis sibi induciis prefixis non comp訂ueritsuam 

innocenciam purgaturus， per sentenciam nostram erenlos et rehtlos iudicetur.…".(!記-..l'j:fEl@If'¥，¥ι I¥=---ìト G~ムヤれ相glトれ Kム

fbL4121定住令子。需要{W~怜....:l{:ポエ。

(;:$;) Const.3，Nr.664， "cum Dietherus dictus Nezel cum quibusdam aliis suis fautoribus sive complicibus in personam no問削

machinamenta quesierit， ob hoc sibi et filiis suis sive heredibus propter immanitatem tanti criminis et lese maiestatis omnibus， que a 

nobis et imperio ac quibuscumque aliis in feudum tenuit， et hiis etiam， que iφpsos iure proprie凶ta瓜tiおsr閃esp戸ic巴re nosc 巴bantur巳， abi凶udiたca祇tiおsp巴訂r 

s鉛en凶te叩nt山iam瓜，…

、.，;)....:l与£二4“ポエ。 Os抑waldREDLI配CH，Rudolf von Habsburg， Innsbruck 1903 (ND Aa1en 1965)， S.542f. 

(お)Const.ム Nr.577鮮側保 1¥トト iトヤ-TK<担当， 11110 1 社 G削除摺持越必ν制E事~V トー比三ミト会j盆!日記wキJ \-，同組:1(\

エ~トーミトムムjι1 :担称J -t<別居量点j 尽~....:l~.，;) G .lJ....:l ν株録J い:;. t-(lo Const.， 4， 1， Nr.lO 

1P言

前雇
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科

commisso，..." 1) E号制容印刷ぬ-.J-t!ム子ート長官講話;トヤーム子主1(回同トーとムミミト8様)8判綱、;>$盤。 EdumundE.STENGEL 

(hg.)， Nova Alamanniae， I.H証Ifte，Berlin 1921， Nr.51. 1 +宍' ト三ミトム~ム 8還さ' R同社ト8体1lf制m8モト¥t/-，;>~肉、と{]I]令 8\と菰

~-l<~裂昧ムJ-.J \-'.lJ必付♂与二時 1) .lJ~阻{P.P\-':ニ令。o Const.， 4， 1， Nr.116， c.5，“Non sic， ut credimus， lese magestatis crimen 
incurritur， non sic fide1itas reatu periurii macu1atur nec sub vexil10 iuste defensionis victor ut homicida censetur." 

(g;s) ;:::ャ入。ムJ-¥3宰18{1四割よJ-t<制'IIJ!.2厚手~t-Q {rr緩:泡祖百三0エ¥-'さ， Peter MORA W， Die gelehrten Juristen der deutschen Konige im 

spaten Mittelalter (1273-1493)， in:Roman SCHNUR (hg.)， Die Rol1e der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates， Berlin 1986， 

S.77-147， hier S.85-87. 

(お)Henri!.2 0 .:.νさ， Fernand VERCAUTEREN， Henri de Jodoigne， legiste， clerc et conseil1er des princes (t 1352)， in: F. 
VERCAUTEREN， Etudes d'histoire medievale， 0.0. 1978， S.93-147 (zuerst 1952)斗』嶋監。

(沼)Const.人I，Nr.312，W.M.BOWSKY， a.a.O. (:'ç!:j~)， S.26. 

(忠) くヤ入子ムJ 平準18 -，;>.lJ V ロート土日8~HE~為空lf-l<十~ t-Q.lj]~!.2やエ ν!Y E.SCHUBERT， a.a.O. (:'c!:jfiS)， S.145.廿-6{.2，くヤ入

子主J.lJlex animata in te汀iesャλJ8ロート鎚斗8l¥l互のムJ8会会」ミεLょやニ¥-'ti' Hermann KRAUSE， Kaiserrecht und Rezeption， 

Heidelberg 1952， S.55f. ~-，;>総延。くャ入=，~!.2~時ロ-1>':1;自震度当 P 吋ε1 ~長:g;':1~~~五li1I: 8 之、「入子ムJ .lJ r¥lト，¥?く州艇8

槌盟主ぷ霊法ω苦叫民.lJ 1眠時、;>8i己、;>-.J~のニ。 Carl D. DIETMAR， Die Biziehungen des Hauses Luxemburg zu Frankreich in den Jahren 

1245-1346. Koln 1983， S.59-77. 

(忠司)F. SCHNEIDER， a.a.O. (剥N)，S.142f. 

(写) 〈ヤ入子主Je;.lJ無 -Kムp ト<-.{室内J~二五ヤヰヰ存~-p<制IIJ~ 釈!と-.J .;.}O Const，4， 1， Nr.317， 318， U.RoOEL， a.a.O. (:羽田)， Nr.426， 427. 

(ヨ)Const.，4， 1， Nr.320-322， 325-326， U.RODEL， a.a.O.， Nr.430-433， 435. 

(ミ)Const.，4， 1， Nr.324， U.RODEL， a.a.O.， Nr.429. 

(記)Julius FICKER， Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens， Bd.l， 1868 (ND Aalen 1961)， S.204， Bernhard MuLLER， 

M司jestasverbrechenund Reichsidee in der Zeit Kaiser Heinrichs vn.， Diss.phil. Freiburg i.Br.， 1958 (Masch.)， S.37f. 
(~) 1) 8 .lJ*lJ 8 ミャ入='~-\3辛1.lJくト K トミミホ{~8~8例議以。ェ ν当， F.SCHNEIDER， a.a.O. (:'c!:jN)， S.47ff.， A.LHOTSKY， a.a 

O. (:'ç!:j~)， S.189ff. 
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(早) If{ Iトヘレ叡制....J {!l嵐官ヨムJ <o/ G 科、I\~='ト崎君ど G語+<.'.10エ¥-'ti'F.SCHNEIDER. a.a.O. (:1;l:!C'J). S.l06ff.. 

a.a.O. (:出ヱ)， S.96任， R.PAULER， a.a.O. (:出ヨ)， S.75任

(ミ) 回同{凹出i .'.1~ エ ν' ヤ ~~r入ヨヨ.nlR~申込主妥結4量殺豆<~.f+I臣民....J {!G .'.1~定J い' トーミト rく~科会♂ G盟主と榊さや与二日 lcl t<....J{!

心 111旧.p長崎。 W.M.BOWSKY，a.a.O.， S.lOOf 

(ミ)Const.， 4， 1， Nr.582.存法帳台， nトト 11'・ム hム♂1ft Iト \Gl区討判.'.1mE-r!'Q延長回心、ム即十'ホムート 4ヰ吋~，も~Gミ~G 出当面

時早 Lよ E宝寺R ト(l~長1訴Al~4問、とや:二時。

(~) ::三ト G~ム時J -1ヘヤ:'lJ (G忠告ぎやt<~.'.1 0:;νti' F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.116ff.， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.112ff.， R.PAULER， 

a.a.O.， S.80f. 

(牢)Const.， 4， 1， Nr.584，“日瓜 causaingratitudinis legiptime et iuste et propter maximas et indebitas offenses commissas erga eundem 

dominum regem et maiestatem ipsius et honorem totius imperii Romani .. 

(巴)Const.，4， 1， Nr.631. 

(巴)Ebenda払， c.2 

( 岱) Ebe叩n叫da払， c.3ム， “Quωe om即n町】m凶iIanon obstan凶ltibusali同qu山Iibu山I路slegiぬbusv切elit山u叩I汀凶ri巾i均bus丸， quec∞ont町raIreVI凶de釘re叩nt凶ur，巴etma似叩X泊im町mel山lliおs，que i凶na幼bsentes
capitales sententias fe汀ivetant， ex certa scientia de plenitudine potestatis mandamus et volumus observari." 

(巴)Ebenda， c.5. 1)小....J{!.lQiV 1) G橋治芝居31」i旦t星名ヤ Kontumazialprozessi己♂醤Jν エト(lAlれJ'<;二時。 AdolfDIECKMANN， 

Weitkaisertum und “Districtus imperii" bei Kaiser Heinrich VIL Untersuchungen uber die Reichsherrschaft und Reichspolitik im 

Zeitalter Heinrichs VIL， Diss.PhiLGottingen 1956 (Masch.). S.76 

(苫)Ebenda， c.1. 

(巴)Ebenda，“…， item in eo et super eo quod v附 toreset fractures fuerunt pacis et concordi巴facteet etiam sacramento eorum firrnate， 

expellendo de civitate Cremone illos concives suos， qui per sententiam nostram et de voluntat巴ipsorumin dictam civitatem Cremone 

fuerant restituti，…" 

(芭)トム，入ト尉思議ムJ<o/Gt嬰-1*.'.10二Vせ， F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.119ff.， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.115ff， R.PAULER， a.a.O.， S.8lff. 

(巴)B.MOLLER， a.a.O. (組記)，S.42f. 

W.M.BOWSKY， 活
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(活)Const.， 4， 1， Nr.653.c.l，2，“… quod cum ipse Tebaldus巴ssetexpulsus et extrinsecus civitatis Brixie， quando venimus in partibus 

Lombardie et ante per magnum tempus， comparuit in civitate de Ast petens humiliter et devote， ut ad civitatem Brixie reducere 

dignaremur， de qua asseruit se expulsum iniuste， et nobis fid巴litatemiuravit. Cuius suplicationibus inclinati pacem fieri fecimus tunc cum 

Intrinsecis civitatis predicte， quam pacem ipse Tebaldus servar，巴promisitet iuravit perpetuo et se obligavit ad penam conlra ipsam pacem 

non venire. Et ut ipsa pax perpetuo servaretur， ipsum reduximus el reducti fecimus in civitatem prodictam…Nam contra iuramentum 

fidelitatis et ipsam pacem venit tractando et ordinando in ipsa civitate， quod pars tunc intrinseca dicte civitatis， cum qua ipsa pax firmata 

extiterat， iurata atque promissa， violaretur in totum et quod ipsa p訂stunc intrinseca expelleretur de civitate predicta...." 

(巴)Ebenda， c.3-6. 

(s) A.DIECKMANN， a.a.O. (:回目)， S.76f.， B.MuLLER， a.a.O. (:田宮)， S.41 

(呂)Const.， 4， 1， Nr.689. &;è1' 事事三重...J-?-.!判制m~お 1 t噴出兵l'(l~ (Ebenda， Nr.691)' 脈経 tJ 写字表よJ ...Jい ~rnl :!lロれJ 兵記念さHii;栴早j~時

よj 田:j~ミ与二時。 A.DIECKMANN， a.a.O.， S.202， Anm.18. 

(~) Ebenda， c.4. 

(io) Ebenda， c.2. 

(苫)W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.111 f. DERS.， Florence and Henry of Luxembourg， King of the Romans: The Rebirth of Guelfism， in: 

Speculum 33 (1958)， S.177-203 hier S.195f. 

(巴)W.M.BOWSKY， Henry， S.140， DERS.， F1orence， S.199. 

(宰)く干入=ヘムJ S'トヤム入"f-jè1者~l'(l m)民~S'徒指 tJο ユい:tj' F.SCHNElDER， a.a.O. (:¥tk.J)， S.132f.， W.M.BOWSKY， a.a.O. (:¥!;l 

ヱ)， S.147ff.， R.PAULER， a.a.O. (制式)， S.95f 

(包)Const.，4， 1， Nr.715. 

(宰)Ebenda， c.l， 2. 

($) Ebenda， c.3-5. 

(f2) Enenda， c.6. 

(に)Enenda， c.7 -1 1. 

治
結
(
b
ム
ム
『
て
ロ
川
内
「
戸
附
h
h

小
心
割
け
f
u
J
F

入
ヤ
く
権
側



甲
山
町

(
C
?
N
)
甲
山
川
知
一
祥

(ロ)Const.，4， 1， Nr.716. 

(ロ)A.DIECKMANN， a.a.O. (:\:tl~)， S.77f.， B.MOLLER， a.a.O. (:記号)，S.52f. 

(足)'J E否権継-'J~芋長ê1 0 エ年J笠， F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.I44， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.148f.， R.PAULER， a.a.O.， S.96. 

(巳)Const.，4， 1， Nr.721，“…inquirant atque procedant sumarie sine st陀pituet figura iudicii et omni iuris sollempnitate obmissa." 

(記)Jacob SCHWALM (hg.)， Monumenta Germaniae Historica， Legum Sectio IV.， Constitutiones et acta publica imperatorum et regum， 

Tomus IV.， Pars 11.， Hannover-Leipzig 1909-11， (ND Hannover 1981)， (~ドー， Const.， 4， 2 -'J ~εぃ) Nr.768. 

(じ)Ebenda， c.l. 

(~) Ebenda， c.2 

(宮)Ebenda， c.3. 

(宕)Ebenda， c.4. 

( Oo) Ebenda， c.4， III，“Predictum vero Ghibertum declaramus felloniam et crimen lese maiestatis et prodition巴mcontra nos et Romanum 

imperium conmisisse et etiam fecisse contra formam fidelitatis per eum prestite nobis pro feudo dicti castri Guastalle， quod eidem 

concesseramus in feudum， privates eum et privatum decIarantes feudo castri predicti ipsumque castrum eiusque districtum， vasallos et 

habitator凶 cumomni iurisdictione et iure et omnibus pertinentibus suis ad nostram cameram revocantes. Necnon predictus Ghibertum， 

Iohannem Chirici， Opecinum de Ancola tanquam rebelles et proditores imperii et lese maiestatis crimine reos de toto Romano imperio 

exbannimus et eorum et cuiuslibet eorum bona omnia camere nostre et Romani imperii adnotamus et publicamus， privates eos et 

quemlibet eorum omni honore et dignitate， inmunitate， privilegiis， franchitiis et libertatibus a nobis et a Romanis regibus vel 

imperatoribus predecessoribus nostris et quibuscunque aliis concessis seu qualitercumque eis acquisitis. Et eos et quemlibet eorum 

perpetua volumus laborare infamia. Et si aliquis predictorum singularium in fortiam nostram seu Romani imperii pervenerit， furcis 

suspendatur ita quod moriatur."・

(2，(3) 1<烈昧よj漏出端総畑区G'~己♂ぐ時エ ê1 0:; いさ， A.D町IECKMANN，a.a.O.，ふS.79好f.，B.M払M似叩OL比LE回R，a.a.O.， S.11O-115. 

( 沼) Eb恥加e創ndωa，c.5 

(~耳t，! Eb色伺.nda，c.6. 
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(昆)Const.人2，Nr.890，F.SCHNEIDER， a.a.O. (:'出N)，S.181， R.PAULER， a.a.O. (:出ヱ)，S.l ¥0. 

(~詔g) Co叩nst.，4，2，Nr.91“6，F.ScαHNE日IDER，a.a.O.， S.I凶84f.，W 
(包)The児eo吋do町rE.MOMMS銘EN，lt匂凶a討li沈enis託che児eAna旧a討le汰kt防enzurRe創ichs勾ge郎schicht低ed仇巴sl4.Ja油hr巾hunderts(1310-1378)， Stuttg制 1952， Nr.1l8. 

(詔)Const.， 4， 2， Nr.982. 

(詔)Ebenda，c.l，“… civ山 set commune civitatis Padue ac infrascripti cives ipsius civitatis et quilibet eorundem in malum dampnabiliter 

hostinati post recognitionem eorum spontaneam et fidelitatem nobis exhibitam cum prestatione iuramenti solempni inter ceteros sue 

malignitatis conatus， ...， conmiserunt contra tunc regiam et post imperatoriam mai巴stateminfrascripta crimina巴treatus.ぺc.4，II，
“Precipientes et dec¥arantes dictum commune Padue， civitatem ac ipsius comunitatis universitatem et quamlibet personam ipsius 

universitaits et omnes et singulos homines infrascriptos巴tquemlibet巴orund巴mfelloniam， proditionem et legis Iulie lese maiestatis 

crimen contra condam regiam et demum imperatoriam maiestatem nostram et totum Romanum imperium ex predictis excessibus 

commixisse， veniendo etiam contra proprium iuramentum fidelitatis nobis prestitum per ipsum commune， consiliarios， officiales et 

homines ipsius civitatis et contra fidelitatem per eos factam十・"

(宰)Const.， 4，2， Nr.801. @]若手ょJ-.lν台リ兵吋ε!原エ..，;>G有己主ヨピj1拠護軍d.p時。 Ebenda，Nr.802， 803. 
(Oi) Const.， 4， 2， Nr.80 1， c.I “… ut quemadmodum sub se Deo uno omnes ordines celestium agminum militant， sic universi homines 

distincti regnis et provinciis separati uni principi monarche subessent，…"例{!くヤ入=--~さ叫権綴国苛nm~r ト=へ-~;::-.ムJj 1卓~

ぷ必0ν酬〈提L41定4眠時州場泳J;と0νニto(lO Const.人2，Nr.799，800.

(~) Const.， 4， 2， Nr.811， c.2. 週m時EG回詳心時J平二三設がの~1主~(ì:;'トノ士主， F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.269任， W.M.BoWSKY， a.a.O.， 

S.168， Friedrich BAETHGEN， Zur Geschichte der Weltherrschaftsidee im s戸terenMittela1t巴r，in: Festschrift Percy Ernst Schramm zu 

seinem siebzigsten Geburtstag von Schulern und Freunden zugeeignet， Bd.l， Wiesbaden 1964， S.l89-203， hier S.192f.， R.PAULER， 

a.a.O.， S. \06 てームト入当日若手ω' 叫*=蝶~吋to(l割~似国幅制4恥い軍事~G~予エ !!!JJ$童話~割以罫-.l{!判例ID .lJt，t-.lνエ伶。

(包) 'J G吋小拠固択~(ìニ νti' E.SCHUBERT， a.a.O. (:出毘)， S.29仔-K-RH~記世とま経Gト会、入ムルャ'l\=--トやさ P 叫悔縦問点j

主主持<{!{I]mlieG 十þ(嵐 ~Gtぐ E堅守'"to(l.lJ :;.小田史盤、"1Il史♂ヰ~~~.. fJ~ 士!..，;>今工、肉、と之、「入=トム」必:L干 "G tÞ<起井甲車H
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(ま) トモ=--G'ト入:入パー(終~科・モトャ~=--トG'ぬ裂 ~..，.，p~ぎ.l[]~~~主将'事t叫:善三G'是正純井早主ES巴E話、い~~...J ν エ ~'J 心:2Çìェ ν +ti ' 

F.TRA凹 Z，a.a.O. (組合)， S.47f. :::ヤ入子ムJ よj トモ子同G'~G' ~ilf~刺殺ユ ο ュ ν~' F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.262ff.， W.M. 

BOWSKY， a.a.O.， S.23，138f.，155，161. 

(虫)剥 1~ン~'{~吋小 lよさ問主主区~~~~ヤム弐よj 笠岡〈ヤトZl~' #!建千ノ ~'J G'吋小Ug士、とやお〉。

(~) Const.，4，2，Nr.821，“...， ipsum Robbertum regem sepedictum inte[n]dimus declarare secundum consuetudinem curie nostre in crimen 

dicte lese maiestatis ipso facto indiciss巴，…".K.L.HITZFELD， a.a.O. (:国自)， S.49f.くヤ入 b ムJ心，入ホP ト州G'君主制:2Ciニド当'

W.M.BoWSKY， a.a.O. (:1日:i~)， S.169f.， R.PAULER， a.a.O. (剣士:::.)，S.l07. 

(区)Const.， 4， 2， Nr.822，“…， quod ipsi inmemores beneficiorum multiplicium， que ab eodem imperio hactenus iugiter陀ceperunt，...".

(~) Fritz KERN (hg.)， Acta imperii Angliae et Fr加 ciaeab a.1267 ad a.1313， Tubingen 1911， Nr.227.蛍Lよ叫悔縦胆W尽♂キJ時田五ど Q

明柳:2~エ ν' 寺巡叫士主'小1寺子同-'JG'盗聴ムJ~盤、おくャ入子ムJ~併-:Q ν エ令。 o Const.， 4， 2， Nr.81O， c.2ふ

(宰)鮮側G':l:S:告訴告や-'Jζヤ入子ムJG'IIl!Km搭:2Ciエいさ， F.SCHNEIDER， a目a.O.，S.272ff.， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.l68f.， R.PAULER， 

a.a.O.， S.108. 

(言)Const.， 4， 2， Nr.839. 

(否)Const.， 4， 2， Nr.840，“…， et quilibet dominus temporalis habet iurisdictionem in vassallis et feudatariis suis，...'¥ 

(さ)ロゼ弐ι よJ悔1B1IG'ムー入m!R!$::2Ciエν竺， A.DIECKMANN， a.a.O. (:出回)， S.25ff. 
(吉)Const.， 4， 2， Nr.726. 

(ヨ)'J G'担~~州泌がト(lG' ~' A.DIECKMANN， a.a.O. t--'時時。

(室)Johann Friedrich BOHMER (hgよFont巴srerum Germanicarum. Bd.l， Stuttgart 1843 (ND Aalen 1969)， S.122へsedmemoriam habeo， 
quando hoc in Roma tractabatur， quod auditores sacri palatii， de quorum consilio sp巴cialiteromnes tales processus fiebant， dixerunt 

imperatori， et incitare et mediare et terminare talia opport巴batin te汀isimperii.'¥A.D!ECKMANN， a.a.O.， S.207，Anm.75， M.E.FRANKE， 

a.a.O. (:¥tlS:1) ， S.182 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.981. 'J G'組抑止。エド笠， F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.288， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.183f.， A.DIECKMANN， a.a.O.， 

S.83ff. 
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(~) Ebenda， c.2、“...commune civitatis Bononie in territorio et sup巴rterritorio maiestatis imperial瓜 videlicetin Lombardia， in marchia 

Trivisana巳tin Tuscia， mit巴ndopecuniam et milites et pedites in suscidium rebel1ium ad part巴spredictas ad interitum gentis imperialis et 

mortem et distructionem fidelium Romani imperii." 

(雪)K.PENNINGTON， The Princ巴(組ド)， S.174 

(~) Const.， 4， 2， Nr.848， F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.284， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.174， R.PAULER， a.a.O.， S.109仁

(言)Ebe叩nda，c仁c.1上，‘“‘'[Nos寸]Hen町nn町lfl叫 ISDei gratia Romanorum imperator s児巴nperaugus幻tushoc巴dictopublic巴pos剖ltωor陀equ山lirimu凶JS巴etcωitamuωI路Sr，陀egemn i 

Robertum natum olim r巴gisKaroli， quod usque ad tres menses proxime v巴nturos，quem tenninum eidem pro primo， secundo et tercio 

perhemptorie assignamus ex pluribus iustis et rationabilibus causis et precipue propter viarum discrimina， quia ad eum securus non 

potest haberi accessus， conpareat personaliter coram nobis ad se excusandum巴tdefendendum ab inquisitione， quam facimus contra eum， 

super eo quod plura et diversa crimina et reatus contra nos et maiestatem nostram comisit ac etiam comitti procuravit et que ad[h]uc 

comittere non desistit， propter que vel eorum a1terum ipsum in crimen legis Iulie mai巴statisnon est dubium incurrisse， et potissime super 

articulis et capitulis infrascriptis， que notorie divulgantur per ipsum regem Robertum comissa fore anno， mensibus atque locis in dicta 

inquisitione insertis，...".橋治 tiぷ怪訴事平 Eremodizialprozess ょJ .-J νに~~;ê-! O A.DIECKMANN， a.a.O. (:出巴)， S.93f. 

(ヨ)Ebenda， c.l， I-V. 

(ヨ)Eb恥E叩nd叫da，c.2 

( 吉) Ebe叩ndωa，cιc.l，I， “… ，斗qu山id必ei山ur陀etan叫qu凶ams乱叩ubditiet f白idele凶sImp戸E釘出ri凶iinobis 0油b巴吋dir，陀'eet s叩ube凶ss岱et旬ene印n凶tur，...'ぺ c.l， U， “"...， qu山id必ei凶ur陀巴 s卸un削t 

subditi et fidel巴simperii，..." 

(苫)Ebenda， c.l， IV，“…et nos in eorum dominum recognoverant specialem et nobis fidelitatem solepniter iuraverant." 

(吉)Ebenda， c.l.III，“Ipse etiam rex Robertus contra ea， que nobis scripss巴ratet publice asserebat nostris nuncios et aliis publice， quod 

Iohannem fratrem suum tra[n]smittebat ad Urbem pro nostro et imperii favore et nobis daret in coronatione nostra auxilium， consilium et 

favorem， contra nos et imperium cum gente maxima per mare et per terram ad dictam Urbem transmisit.... " 

(さ)Const.， 4， 2， Nr.849. 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.913 
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(苫)Enenda，c.2，“… et nos qui legibus subiecti non sumus contra dictum Robertum propter premissa ipso inrequisito possemus procedere， 

tamen augusti c1ementia ex superhabundanti volens ex offitio inquiri facere…"闘巴Q。ムH(ιャト， .~ 守マ士ミ lトE¥lトやえjム K吹ート絃

給十E~tz1眠時事宇売さ早J .，9IE:~き (;'~gf為固化心主二時。 Const.，4， 2， Nr.916， c.4 

(吉)Ebenda， c. I ，“…， quod licet rex Robertus natus felicis recordationis Karoli secundi Sicilie regis per suas speciales licteras pluries 

culmini nostro scripsisset， quod ipse， sicut ratione pheudorum et honorum que habebat ab imperio tenebatur…ad exibendum nobis 

debitam obedientiam et honorem tam in dicta coronacione quam alias intendebat et ad id pro viribus se parabat， "." 

(雪)F.SCHNEIDER， a.a.Q. (:1;tlC'i) ， S.289f.， W.M.BOWSKY， a.a.Q. (:1;tl~)， S.181f.， R.PAULER， a.a.Q. (知ヱ)， S.110f.制退Lよさ， 1ft< 

~~おヤトQIト Iト入相gt--ト -';0 m 入 (;'主主'ト 1ト入 Tく出g'~ ト -;0 m 入 ~$.~ミr-(l O Const.， 4， 2， Nr.930， 932. 

(5) Const.， 4， 2， Nr.929， "Ad reprimenda multorum facinora， qui ruptis totius debite fidelitatis habenis adversus Romanum imperium， in 

cuius tranquilitate totius orbis regularitas requiescit， hostili animo animati conantur nedum humana， verum etiam divina precepta， quibus 

iubetur quod omnis anima Romano principi sit subi民 ta，sceleratissimis facinoribus et assiduis rebellionibus demoliri，.，，" 

(自)J J (;'蝋廓~緑樹~協 1I r\ ト 1トヤわ Tくく主1(;'~呼ヤ容蜘 Unam sanctam -R♂醤必ヰヰ{2.，9(;'~回q~~時。 B.MOELLER， a.a.Q. (制

ミ;;)，S丹 f.

(自)Ebenda，“…， Ut in quocunqu巴lesemaiestatis crimin巴etmaxime ubi contra Romanorum imperatores vel reges aliquid quod d叫 um

crimen tangat asseratur commissum，，，." 

(さ)Ebenda，“…， possit procedi per accusationem vel inquisitionem seu denuntiationem summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii， 

prout iIIi qui iurisdictioni preest videbitur expedire." 

(吉岡)jii:空軍. 1 0¥民主主ト。

( s;J)誕何十*凹~士主 ， JJ(;，Tlゑ1(;'夜夜込明*.~手w ・'*骨~(;'t県立以降~~JJ~込 nmjljllIT杓ぶ ν エr-(l O Ebenda，“Hanc autem genera1em 

nostram legem extendi iubemus ad preterita， pendentia et futura， quam exnunc absque alterius temporis expectatione transcursus suum 

integrum vigorem decemimus optinere." 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.931. 

(~) Const.， 4， 2， Nr.946， F.SCHNEIDER， a.a.Q.， S.286托，W.M.BoWSKY， a.a.Q.， S. 184.. 
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(さ)Ebenda， cム“Nequitiesiquidem et perditionis alumnus Robertus natus clar巴m巴morieKaruli secundi， qui se Scilie regem intitulat， ex 

imperii Romani adipe inpingatus， incrassatus et dilatatus contra illud， cui巴tiamcausa multorum feudorum et honorum ipsius imperii， que 

actenus tenuit et que iniuste presentaliter occupat， humiliter obedire deberet，…・

(雪)Ebenda， c.2， 3. 

(言)Ebenda， c.4， 5. 

(5) Ebenda， c.5，“… ipse dum potuit pacem et quietem habere， dum debuit tranquil[l]itatem expetere ac nostram benivolentiam et 

dilectionem，.・.，obtinerevaluit， bella quesivit， iniquitates exercuit et pro posse procuravit， sicut etiam ad[hJuc procurare non cessat， in 

imperii populis seminare zizaniam， suscitare odia， inmitt巴rescandala， concitar巴tumultus，nutrire scismata et fovere discordias et sine 

intermissione in actu continuandi et co[mJmittendi omnia que potest in contrarium nostrum existit， non solum in nostrum et imperii 

contemptum r巴iquepublice detrimentum， sed etiam in perturbacio日巴mprosperitatis ecclesiastice， que ab ipsius imperii statu plurimum 

pendere dignoscitur， et in retardacionem negotii Terre Sancte， ad quod teste illo qui omnia novit totis cordis affectibus anelamus，…"〈

ヤ入:::，， ~C1Rや択す吉田tzh殺や-í..!恨講話S主E58:」やエ νさず B.MuLLER， a.a.O. (:羽ミ~)， S.68-87. 

(呂)Ebenda， c.5， I-IV. 

(百)Ebenda，“…et ipsum si quo tempore in nostram et imperii fortiam venerit， vita per capitis multilationem privandum in h川氏riptis

sententialiter condempnamus." 

(さ)Const.， 4， 2， Nr.948. 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.l 003. 

(さ)Const.， 4， 2， Nr. ¥004-5. 

(邑)Karlleopold HITZFELD， Die letzte Gesandschaft Heinrichs VIl. nach Avignon und ihre Folgen， in: Histor邸 heslahrbuch 83 (1964)， 

S.43-53. 

(雪)Const.， 4， 2， Nr.1163 

(吉)A.DIECKMANN， a.a.O. (:回目)，S.¥07. 

(宝)B.MOELLER， a.a.O. (測記)， S.125任
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(ヨ)叫権~桝1といや-Qt1m~~(>Ç"'~'事正叫判誕 Pastoralis cura !J. ~ili話-.J-í..!エ~~時 Heinrich-Brief.lj ~平~.ljK:除g !J.~!制点J.jw:令時て

bヤトE;'士道1rr栴 JohannesBranchazolus E;'纏ま土台， 4ぎ吋年半ピ~1111110祉とよj眠時弘、ヶトれト，\E;' ~ll生 (A.DIECKMANN， a.a.O. 

(:回目)， S.150任)L42ぎエ'リリレ124手稲-.J{:ポエ。例記、，¥!トE;'æ~や!J. """斗~rくιPヤエ o ，もJ E;'~E;'酬H陸軍E;'神甲さ士よJ -.J ν' サ

I>\ rく・ fト・ O~rくムヤト為 1111111 社~，入 H トレヒ o -i..! disputatioゐ時時。 A.DIECKMANN，a.a.O.， S.155ff. 

(ヨ)Const.， 4， 2， Nr.1248. I J E;'料納1ょやニν当， K.L.HITZFELD， a.a.O. (:出口)， S.83-125， Martin THILO， Das Recht der Entscheidung 
註berKri巴gund Frieden im Streite Kaiser Heinrichs VII. mit der romischen Kurie， Berlin 1938， S.7-16， 67-103， W.M.BOWSKY， a.a.O. 

(対::;)， S.186， A.DlECKMANN， a.a.O.， S.l09ff， K.PENNINGTON， The Prince (組ド)， S.l72ff. ，入吋トャ、ー♂台IJ E;'-'K鞠ヤミャ入

子ムJ ギ割E;'{回出!!J.個性~~r-(l"'" E;'よJIII民4ポJ ドエ-í..!込'ムJ""ï\ 吋会ι~ド'-E;'惚~~尽き，入小=メト司4業経W雑時。

(吉)Ebenda， c.II. 

(ヨ)Ebenda， c.IV，“…， quod ipsos velut reos maiestatis et t巴rrameorum tamquam terram proditorum et hostium suorum possit invadere 

utpote fisco delatam ex crimine supradicto， ...， et specialiter illam quam ab imperio tenent， qua se per manifestam felloniam fecerunt 

indignos et quam eorum， scelere aperuerunt domino imperatori， • 

(宝)Ebenda， c. VII，“… quod regnum Sicilie et specialiter insula Sicilie sicut et cetere provincie sunt de imperio， ut preallegatum est. Totus 

enim mundus imperatoris est， ... 

(宝)Const.， 4， 2， Nr.1252， Fritz KERN， a.a.O. (:出:5i)， Nr.295， Const.， 4， 2， Nr.1253.リヰヰ必E;'判仰斗やニドti'F.SCHNEIDER， a.a.O.， 

S.290ff.， W.M.BOWSKY， a.a.O.， S.190f.， A.DIECKMANN， a.a.O.， S.115ff. iト干れれト入当'十:t寺子1+1E;' {I凹出平ノ Logothetes.lj-.Jνギ
吋-í..!~司トト e てえムロス-t' K~IJ~♂E;'-'K制m E;'~土井甲よJ -.J\J，出回-.J' 11~ト吋ふ。雌没%E;'判制m .'.1 0 エ ν~~学E;'梨相会j令子。為'

ャ吋，〉、吋ふさ陶{同宮干J.母子。o August NlTSCHKE， Die Reden des Logotheten Bartholomaeus von Capua， in: Quellen und Forschung aus 

Italienischen Archiven und Bibliotheken 35 (1955)， S.226-274， hier S.254， Kurt-Ulrich JASCHKE， Zur universaI巴nund regionalen 

Reichskonzeptionen beim Tode Kaiser Heinrichs VII.， in: Helmut MAURER u. Hans PATZE (hg.)， Festschrift fur Bernd Schwinekりperzu 

seinem 70.Geburtstag， Sigmaringen 1982， S.415-435， hier S.434. 

(き)Const.， 4， 2， Nr.1252， c.3，“E1apsis vero certis temporibus magnificus princeps H巴rricuscomes de Lisimburg， sicut Domino p1acuit， in 

regem fuit Romanorum electus， ad cuius presenciam misit prefatus dominus noster rex suos sol巴nnesnuncios et procuratores usque in 

目濯
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Alamaniam， ubi dictus rex morabatur， ad prestandum sibi sacramentum fidelitatis pro terra， quam idem rex tenebat ab eo， quod sibi de 

iure licebat， ut in usu Phe (udorum) per quos fi (at) investitura c. primo in fi (ne)， et ita servatur comuniter de facto. Et tam巴nidem rex 

Alamanie iIIud sacramentum recip巴rerecusavit， per quod non est dubium eum perfide egisse et contra debitum suum. I1Iud enim quod 

erat facile et racionabile dicto domino regi， scilicet sacramentum ab eo recip巴reper procuratores， fecit difficile iIIud admictere 

recusando，… 

(吉国)F.KE削，a.a.O.(:出窓)，Nr.295. 

(宝)Const.， 4， 2， Nr.1253. IJ G判柳己やユドti'K.-U. JASCHKE， a.a.O. ""'-¥1お陸。

(宝)Ebenda， c.9，“Ex P陀Iibatisitaque patet ape巾， quod e¥巳ctioet promocio dicti imperatoris non solum est ad manifestum et imminens 

scandalum atque discrimen dictorum regis Francie et Sicilie et ruinosam interversionem tocius Ytalie， set eciam ad universale scandalum 

atque discidium fidelium principum orbis t巴町'e，qui sunt in plena et pacifica Iibertate dominii巴tpotestatis eorum nec in aliquo subsunt 

aut ob巴diuntimperatori prefato， excepto rege Boemie， licet imperator idem eos sibi asserat esse subiectos ex premissarum serie 

scripturarum. Quod scriptura cavetur， set repugnante contraria et obtenta consuetudine non habetur." 

(宝司)Eb巴nda，c.IO. 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.1249. 

(~) リ£♂GT<布団!.l('lニい竺， F.SCHNEIDER， a.a.o. (:出N)，S.298仔， A.DIECKMANN， a.a.O. (:出巴)， S.121 ff， K.PENNINGTON， The . 

Prince (組ド)， S.175ff.. 

(邑)Const.， 4， 2， Nr.1250. 

(呂)Ebenda， S.1327，“Item non obstat responsio quam fecit imperator， scilic巴tquod ipse nullam gu巴rramhab巴batcum rege Robe目onec 

debet imperiri dominus in sua iusticia contra vassallum suum， ut hic erat， quia rex Robertus est vassallus imperatoris pro comitatu 

Provincie. Ad quod respondeo，… Nec inter ipsos， sicut inter dominum et vassallum， indicebatur per dominum papam treuga， sed tanquam 

inter imperatorem et reg巴mnon sibi subditum ratione regie dignitatis et regni，..." 

(苔)Ebenda， S.1336，“In casu isto respondetur， quod si imperator egisset contra regem ad feudum comitatus Provincie quasi propter 
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felloniam commissam in eum， deberet privari dato feudo， tunc non per eum， sed per pares curie fuisset secundum communes regulas 

questio terminanda，.・ Hictamen secundum verba sententie non agebatur ad hoc. Imo agebatur contra reg巴mde crimine lese maiestatis et 

de amissione honorum seu dignitatum et rerum. Unde hoc casu ad dominum papam， qui est ordinarius regis R (oberti)， pertinebat 

cognitio，..." 

(吉)Const.， 4， 2， Nr.125 1. 

(吉)リぷ♂E;iわ〈抑.'.lÇìエ ν~' W.ULLMANN， The Development. (:出向)， S.27ff.， A.DIECKMANN， a.a.O.， S.135ff， H.G.WALTHER， 

a.a.O. (知的)， S.215ff.， K.PENNINGTON， The Prince.， S.179ff. 

(邑)Const.， 4， 2， Nr.1254.ヤ弐:ι1ト:L-t ~くよJ事長E;i組{随時前田美.'.lÇìニ ν台， Eduard WILL， Di巴 Gutachtendes 01dradus de Ponte zum 

Drozes Heinrichs VII. gegen Robert von Neapel， Nebst der Biographie des Oldradus， Berlin und Leipzig 1917， Tilmann SCHMIDT， Die 

konsilien des Oldrado da Ponte als Geschichtsquelle， in: Ingrid BAUMGARTNER (hg.)， Consilia im sp枕 nMittelalter， Sigmaringen 1995， 

S.53-64 

(毘)Ebenda， S.1374，“Utrum rex vassa11us pro certis rebus imperii， non habens infra d凶trictumimperialem domicilium， potuerit 

commitere crimen lese maiestatis contra imperatorem. De fellonia enim non est dubium quin eam committere possit." 

(吉)Ebenda， c.VI， S.1376，“Circa sextam questionem attendendum est， quod maiestas dicitur quasi maior stans sive maior potestas.…non 

comititur crimen lese maiestatis， nisi cum leditur maior potestas. Oportet ergo， quod sit potestas， sed hic nulla est potestas in leso 

respectu ledentis，… Et si dicatur‘feudum ab eo tenet' respondeo: hoc non dat domino imperium in vassa11o. Est enim quidam contractus， 

quo quis a1ter a1teri obligatur，… Si non habet in eum imperium， non est sub potestate sua， et sic eum ledendo non dicitur ledere maiorem 

potestatem， quia nec potestatem…" 

(室)Const.， 4， 2， Nr.1255， S.1393. 

(~) fJ;長♂E;i害訴側同様.'.l~...Jν~' F.SCHNEIDER， a.a.O.， S.306ff.， W.ULLMANN， The Development.; S.25ff.， K.PENNINGTON， The 

Prince.， S.186ff. 

(~) Const.， 4， 2， Nr. 11 66=Clem.2. 1 1.例記総叫台宗E;i~話側同巡 Romani principes .'.l ~ニ ν' 之、ヶ入='~~込書~illl1l'..よ殺Jν!と 0~糊

寝台諸国脚立早川~0~-'J:二小股!駐仏J~1ll111Im ...J ν:; 時。 Const.，4， 2， Nr.1165=Clemユ9.
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(笠)Robert HOLTZMANN， Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalter¥ichen Kaisertums und die Souveranitat der europaischen Staaten， in: 

Historische Zeitschrift 159 (1939)， S.251-264， Walther HOLTZMANN， Das mittelalterliche Imperium und die werdenden Nationen， Koln 

1953， Friedrich KEMPF， Das mittelalterliche Kaisertum. Ein Deutungsversuch， in: Das Konigtum. Seine geistigen und rechtlichen 

Grundlagen (Vortr通geund Forschungen 3)， 2.Aufl.， Sigmaringen 1965， 5.225-242， Othmar HAGENEDER， Weltherrschaft im Mittelalter， 

in: Mitteilung巴ndes Instituts fur Osterreichische Geschichte 93 (1985)， S.257-278. 

(歪)Heinrich ApPEL T， Die Kaiseride巴FriedrichBarbarossas， in: Gunther WOLF (hg.)， Friedrich Barbarossa， Darmstadt 1975 (zuerst 1967)， 

S.208-244， hier S.232ff.， Hans Eberhard MA YER， Staufische Weltherrschaft ? Zem Brief Heinrichs 11. von England an Friedrich 

Barbarossa von 1157， in: G.WOLF (hg)， a.a.O.， S.184-207， AI仕巴dHA VERKAMP， Zwolftes lahrhundert 1125-1198 (Gebhardt. Handbuch 

der deutschen Geschichte， 10.Aut1.，Bd.5)， Stuttgart 2003， S.166ff. 

(さ)W.HOLTZMANN， a.a.O.， S.26， Gunther WOLF， Universales Kaisertum und nationales Konigtum im Zeitalter Kaiser Friedrichs II. 

(AnspTUch巴 undWirklichkeit)， in: Miscellanea Mediaevalia 5， Berlin 1965， S.243-269， Hans Martin SCHALLER， Die Kais巴ridee

Friedrichs II.， in: Gunther WOLF (hg.)， Stupor mundi， 2.Aufl.， Darmstadt 1982 (zuerst 1974)， 5.494-526， Hans-loachim SCHMIDT， 

Vollgewalt， Souveranit温tund Staat. Konzepte der Herrschaft von Kaiser Friedrich 11.， in: Paul-Joachim HEINIG (hg.)， Reich， Regionen 

und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift fur Peter Moraw， Berlin 2000， S.21-51， hier S.30f. 

(室)W.M.BOWSKY， a.a.O. (:出ヱ)， S.183，時)8主主' 之、「入子主J:長銀!定7411稔制 AJ'ャ e 互主ガ~8~とど Q 首会豊和 81協定AJ~ν， B. 
MuLLER， a.a.O. (:と日記)， S.47， 125， Karl ZEUMER und Richard SALOMON (hs.)， Monumenta Germaniae Historica， Lesum Sectio IV.， 

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum， Tomus VIII.， Hannover 1910-1926， Nr.235， Nr.600， S.607. 
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SUMMARY OF CONTENTS 

Kaiser Heinrich VII. und der Prozess gegen KりnigRobert 

von Neapel: Das Kaisertum am Anfang des 14. Jahrhunderts 

Masaki TAGUCHI* 

Der Prozess von Kaiser Heinrich VII. gegen KりnigRobert von Neapel ist als ein 

Beispiel des kaiserlichen Weltherrschaftanspruchs und seines Scheitems angesehen. 

DieT温.tigkeitenund Konzepte Heinrichs sind aber dabei nicht eingehend untersucht. In 

Italien versuchte Heinrich， die streitenden Part巴ienzu schlichten， den Frieden einzufu-

hren und damit die Reichsherrschaft wiederherzustellen. Als er die Widersacher des 

crimen laesae maiestatis beschuldigte und verurteilte， betrachtete er als crimen laesae 

maiestatis die Angriffe gegen den von ihm h巴rgestelltenFrieden. Nach seiner 

Auffassung w訂 dascrimen laesae maiestaits dabei mit der Verletztung einzelner Fideli 

t詰tsverh誌ltnisseeng verbunden. Auf Grund dieses Verst加dnissesklagte der Kaiser Ro 

bert als Reichsvasallen， nicht aus dem Weltherrschaftsanspruch. Die neapolitanischen 

und kurialen Juristen behaupteten die klare Unterscheidung von crimen laesae 

maiestatis und Felonie， aber di巴 Haltungdes Kaisers beruhte auf seiner bisherigen 

Regierungstatigkeit. 

*Professor， School of Law， Hokkaido University 
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